
延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

一

延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判

伊
藤
　
　
循

は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
に
「
隼
人
の
名
に
負
う
夜よ

ご
え声

い
ち
し
ろ
く
、
吾
が
名
は
告の

り
つ
、
妻
と
恃た

の

ま
せ
」（
二
四
九
七
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
古
代

に
お
い
て
隼
人
と
い
え
ば
、
犬
の
吠
え
声
に
由
来
す
る
吠
声
が
何
人
に
も
想
起
さ
れ
、
そ
れ
は
「
隼
人
の
名
に
負
う
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、

固
有
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、吠
声
は
儀
礼
に
お
い
て
官
人
入
場
の
さ
い
発
せ
ら
れ
る
規
定
で
あ
っ

た
（
延
喜
隼
人
司
式
①
②
〈
以
下
隼
人
司
式
と
略
記（

１
）〉）。

天
皇
行
幸
の
さ
い
に
は
、「
国
界
及
山
川
道
路
之
曲
」
で
吠
声
を
発
し
た
（
隼

人
司
式
③
）。
ま
た
、
隼
人
特
有
の
釣
針
を
意
匠
化
し
た
特
異
な
文
様
の
楯
が
平
城
宮
跡
よ
り
出
土
し
て
お
り
、
延
喜
隼
人
司
式
⑱
に
み

え
る
「
長
五
尺
。
広
一
尺
八
寸
。
厚
一
寸
。
頭
編
二

著
馬
髪
一

。
以
二

赤
白
土
墨
一

画
二

鈎
形
一

」
と
い
う
隼
人
の
楯
に
か
ん
す
る
規
定
が
、

八
世
紀
ま
で
遡
及
し
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
特
異
な
支
配
の
様
相
を
も
つ
隼
人
は
、
こ
れ
ま
で
民
族
論
あ
る
い
は
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て

き
た（

２
）。

現
在
の
隼
人
研
究
で
は
、
隼
人
を
化
外
の
夷
狄
と
し
、
古
代
国
家
が
仮
構
し
た
中
華
世
界
の
枠
組
の
中
に
位
置
づ
け
る
見
解
が

通
説
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
隼
人
＝
夷
狄
論
の
出
発
点
は
石
母
田
正
氏
の
化
外
の
三
区
分
論
で
あ
る（

３
）。

石
母
田
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代

国
家
は
内
部
的
に
は
賤
を
、
外
部
的
に
は
化
外
人
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
人
共
同
体
を
創
出
し
た
。
化
外
は
、「
隣
国
」
の
唐
、

「
諸
蕃
」
の
朝
鮮
諸
国
、「
夷
狄
」
の
蝦
夷
・
隼
人
と
い
う
よ
う
に
三
区
分
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
天
皇
は
良
人
共
同
体
を
代
表
す
る
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月

二

首
長
で
あ
る
と
同
時
に
、
化
内
と
化
外
の
双
方
に
君
臨
す
る
専
制
君
主
と
し
て
存
立
し
た
と
す
る（

４
）。

石
母
田
説
の
提
唱
以
来
、
通
説
的

位
置
を
占
め
る
隼
人
＝
夷
狄
説
の
論
拠
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
は
朝
庭
儀
礼
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
内
容
で
あ
る
。
儀
礼
に

お
け
る
仕
奉
の
具
体
的
内
容
は
、
令
や
六
国
史
で
は
断
片
的
に
す
ぎ
、
全
体
像
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
隼
人
司
式
を
中
心
と
す
る

『
延
喜
式
』
を
媒
介
に
し
て
、
や
や
具
体
的
な
仕
奉
の
全
体
像
が
得
ら
れ
る
。『
延
喜
式
』
の
規
定
と
八
世
紀
の
史
料
と
の
関
連
を
考
慮
し

な
が
ら
隼
人
が
夷
狄
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
の
は
、
中
村
明
蔵
氏
・
武
田
佐
知
子
氏
で
あ
っ
た（

５
）。

　

ま
た
、
鈴
木
拓
也
氏
・
永
山
修
一
氏
は
、『
延
喜
式
』
が
延
暦
年
間
に
大
隅
・
薩
摩
隼
人
に
よ
る
上
京
制
や
風
俗
歌
舞
奏
上
が
停
止
さ

れ
て
以
降
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
の
上
京
停
止
以
後
は
、
南
九
州
と
は
無
縁
の
状
態
で
抑
留
さ
れ

た
大
隅
・
薩
摩
隼
人
や
近
畿
所
在
の
隼
人
の
儀
礼
参
加
に
よ
り
、
矮
小
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
中
華
思
想
の
充
足
（
つ
ま
り
中
村
明
蔵
氏
の

い
う
天
皇
の
権
威
発
揚
）
が
は
か
ら
れ
た
と
す
る（

６
）。

　

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、『
延
喜
式
』
に
み
え
る
儀
礼
空
間
中
の
隼
人
に
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
中
華
思
想
と
の
関
連
が
存
在

す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
さ
い
、
隼
人
が
夷
狄
と
し
て
儀
礼
に
参
加
し
て
い
る
と
す
る
隼
人
＝
夷
狄
論
に
も
と
づ
く

先
入
観
を
排
除
し
て
分
析
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
章
で
『
令
集
解
』
古
記
説
、『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
な
ど
に
お
け
る
主
と
し

て
隼
人
と
律
令
国
家
の
天
下
観
と
の
関
係
を
示
す
史
料
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
は
隼
人
＝
夷
狄
説
を
導
き
出
せ
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
第
二
章
で
は
『
延
喜
式
』
中
の
儀
礼
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
内
容
お
よ
び
隼
人
の
装
束
を
分
析
し
、
そ
れ
ら

が
中
華
世
界
の
現
出
と
か
か
わ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
章
で
は
そ
の
こ
と
が
八
世
紀
に
ま
で
遡
及
し
う
る
の
か

ど
う
か
、
す
な
わ
ち
八
世
紀
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
は
中
華
世
界
の
充
足
に
か
か
わ
る
か
の
ど
う
か
に
つ
い
て
言
及
し
、
最
終
的
に
は
隼

人
の
儀
礼
に
お
け
る
仕
奉
は
中
華
思
想
の
充
足
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
隼
人
の
仕
奉
は
天
皇
守
護
の
た
め
に
創
出
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
隼
人
が
夷
狄
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
論
じ
た
い
。
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

三

第
一
章	

古
記
・
六
国
史
の
天
下
観
と
隼
人	

第
一
節	
『
令
集
解
』
古
記
説
の
天
下
観
と
隼
人

　

石
母
田
氏
が
隼
人
を
夷
狄
と
し
た
史
料
的
根
拠
は
、『
令
集
解
』
の
古
記
説
で
あ
る
。
石
母
田
氏
は
賦
役
令
15
没
落
外
蕃
条
集
解
の
古

記
に
「
毛
人
。
隼
人
」
は
「
不
レ

足
レ

称
レ

蕃
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
毛
人
（
蝦
夷
）・
隼
人
は
諸
蕃
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
考
課
令
25

最
条
集
解
の
古
記
の
「
唯
称
二

夷
狄
一

所
者
。
不
レ

入
二

朝
聘
之
使
一

也
」
を
根
拠
に
、
諸
蕃
が
朝
聘
と
い
う
国
家
的
関
係
を
前
提
と
す
る
化

外
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
隼
人
・
蝦
夷
は
化
外
で
は
あ
っ
て
も
国
家
を
形
成
し
な
い
状
態
に
お
い
て
従
属
す
る
夷
狄
で
あ
る
と
し
た
。

ま
た
、
賦
役
令
10
辺
遠
国
条
集
解
古
記
に
「
夷
人
雑
類
。
謂
毛
人
。
肥
人
。
阿
麻
弥
人
等
之
類
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
夷
狄
を
列
島
内
に

あ
っ
て
い
ま
だ
教
化
に
従
わ
な
い
諸
種
族
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
こ
れ
以
後
、
こ
の
辺
遠
国
条
古
記
が
隼
人
＝
夷
狄
論
の
重
大
な
根
拠
と

な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
今
泉
隆
雄
氏
は
「
夷
人
雑
類
」
を
「
夷
人
の
雑
類
」
と
解
釈
す
る
当
条
集
解
の
義
解
・
令
釈

か
ら
、「
夷
人
雑
類
」
を
「
夷
狄
の
種
々
」
と
し
、
そ
の
上
で
夷
人
雑
類
の
例
と
し
て
毛
人
・
肥
人
・
阿
麻
弥
人
・
隼
人
を
あ
げ
る
古
記

説
を
提
示
し
て
い
る（

７
）。

永
山
修
一
氏
は
夷
人
雑
類
と
し
て
隼
人
が
毛
人
（
蝦
夷
）
と
並
記
さ
れ
る
事
実
を
重
視
す
る

 （
８
）。

鈴
木
拓
也
氏
は

こ
こ
か
ら
隼
人
を
明
確
に
夷
狄
だ
と
し
て
い
る（

９
）。

し
た
が
っ
て
、本
節
で
は
集
解
の
天
下
観
に
か
ん
す
る
古
記
全
体
を
検
討
の
対
象
と
し
、

辺
遠
国
条
集
解
の
古
記
を
隼
人
＝
夷
狄
論
の
根
拠
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
諸
研
究
が
隼
人
＝
夷
狄
論
の
根
拠
と
す
る
辺
遠
国
条
集
解
古
記

（A）　
（B）
を
提
示
し
よ
う
。

（A）
古
記
云
。
夷
人
雑
類
謂
毛
人
。
肥
人
。
阿
麻
弥
人
等
類
。
問
。
夷
人
雑
類
一
歟
。
二
歟
。
答
。
本
一
末
二
。
仮
令
。
隼
人
。
毛
人
。

本
土
謂
二

之
夷
人
一

也
。
此
等
雑
二

居
華
夏
一

。
謂
二

之
雑
類
一

也
。
一
云
。
一
種
无
レ

別
。

（B）
古
記
云
。
問
。
化
外
人
投
化
復
十
年
。
復
訖
之
後
。
課
役
同
二

雑
類
一

以
不
。
答
。
不
レ

同
也
。
華
夏
百
姓
一
種
也
。

　

た
し
か
に
古
記

（A）
で
は
、
毛
人
（
蝦
夷
）
と
と
も
に
隼
人
が
夷
人
雑
類
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
記

（B）
で
は
化
外
人
を
夷
人
雑
類

の
「
雑
類
」
と
比
較
し
て
い
る
よ
う
に
、
形
式
論
理
で
い
え
ば
夷
人
雑
類
は
化
外
人
で
は
な
く
な
り
、
蝦
夷
す
ら
化
外
で
は
な
く
な
っ
て
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四

し
ま
う
。
現
に
今
泉
隆
雄
氏
は
夷
狄
は
化
外
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
高
広
和
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
大
宝
律
令

で
は
化
外
と
し
て
諸
蕃
と
夷
狄
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず（

10
）、

夷
狄
を
化
外
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
以
下
で
ふ
れ
る
よ

う
に
、
蝦
夷
を
夷
狄
と
し
な
が
ら
も
隼
人
を
夷
狄
と
し
な
い
古
記
も
あ
る
。
古
記

（B）
に
よ
る
か
ぎ
り
、
蝦
夷
が
化
外
と
さ
れ
て
い
る
他
条

集
解
の
古
記
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
辺
遠
国
条
の
古
記
は
集
解
の
古
記
全
体
を
前
提
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
辺
遠
国
条
集
解
以
外
の
古
記
を
検
討
し
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
上
記
の
辺
遠
国
条
の
古
記

（A）　
（B）
に
立
ち
返
り
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

集
解
の
古
記
全
体
を
対
象
と
す
る
と
き
、
隼
人
を
夷
狄
と
断
定
し
な
い
古
記
や
、
夷
狄
の
例
に
隼
人
を
指
摘
し
な
い
古
記
が
存
在
す
る

こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。

（1）
職
員
令
18
玄
蕃
寮
条
集
解
の
古
記
は
、

　

（1）
古
記
云
。
在
京
夷
狄
。
謂
二

堕
羅
。
舎
衛
。
蝦
夷
等
一

。
又
説
。
除
二

朝
聘
一

外
。
在
京
唐
国
人
等
。
皆
入
二

夷
狄
之
例
一

。

と
、
蝦
夷
を
夷
狄
の
例
に
あ
げ
な
が
ら
隼
人
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
今
泉
氏
は
、
隼
人
は
隼
人
司
管
轄
な
の
で
、

玄
蕃
寮
の
所
轄
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。
永
山
修
一
氏
・
鈴
木
拓
也
氏
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
化
外

に
か
か
わ
る
解
釈
に
お
い
て
古
記
が
隼
人
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
、
饒
舌
と
も
い
え
る
古
記
が
隼

人
を
夷
狄
と
し
て
例
示
し
な
い
こ
の
記
述
は
、古
記
が
隼
人
を
夷
狄
と
は
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

制
度
史
的
次
元
で
い
え
ば
、
隼
人
が
化
外
の
夷
狄
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
所
管
す
る
隼
人
司
は
玄
蕃
寮
と
同
様
に
治
部
省
の
所
管
と
さ
れ

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
衛
門
府
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
隼
人
司
所
管
の
隼
人
が
化
外
の
夷
狄
で
は
な
い
こ
と

の
証
左
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

（2）
賦
役
令
15
没
落
外
蕃
条
集
解
の
古
記
は
、

（2）
古
記
云
。
問
。
外
蕃
投
化
者
復
十
年
。
未
レ

知
。
隼
人
。
毛
人
赴
レ

化
者
。
若
為
処
分
。
答
。
隼
人
等
其
名
帳
已
在
二

朝
庭
一

。
故
帰

命
而
不
レ

復
。
但
毛
人
合
レ

復
也
。

と
展
開
し
、蝦
夷
は
投
化
（
天
皇
の
徳
化
に
し
た
が
い
自
主
的
に
支
配
下
に
入
る
こ
と
）
し
た
場
合
復
（
租
税
免
除
）
の
対
象
と
な
る
が
、

隼
人
は
名
帳
が
す
で
に
朝
庭
に
存
在
す
る
た
め
、投
化
し
て
も
復
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

（2）
の
古
記
は
蝦
夷
・
隼
人
が
外
蕃
（
つ
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

五

ま
り
諸
蕃
）
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
隼
人
を
蝦
夷
と
は
異
な
る
存
在
だ
と
み
て
い
る
。
永
山
修
一
氏
は
こ
の
隼
人
を
良

人
身
分
で
あ
る
近
畿
の
隼
人
と
し
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
に
は
お
よ
ば
な
い
認
識
だ
と
す
る（

11
）。

し
か
し
、
外
蕃
の
よ
う
に
遠
隔
地
か
ら
王

化
に
赴
く
存
在
が
、
都
城
近
く
に
居
住
す
る
近
畿
隼
人
を
指
す
と
は
思
わ
れ
な
い
。
名
帳
が
す
で
に
朝
廷
に
あ
る
の
は
、
過
去
に
王
化
に

従
っ
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
投
化
し
て
も
復
の
対
象
に
な
ら
な
い
と

（2）
の
古
記
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

（2）
の
古
記
は
隼
人
を
蝦
夷
の
よ
う
な
化
外
人
と
は
み
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
賦
役
令
15
の
中
で

（2）
以
前
に
あ
る
次
の

（3）
の

古
記
を
、
先
述
の
よ
う
に
石
母
田
氏
は
隼
人
を
夷
狄
に
つ
な
げ
る
前
提
と
し
た
が
、
別
の
解
釈
が
必
要
と
な
る
。

（3）
問
。
没
二

落
外
蕃
一

得
レ

還
者
与
レ

復
。
未
レ

知
。
毛
人
。
隼
人
。
被
二

抄
略
一

得
レ

還
者
。
若
為
処
分
。
答
。
不
レ

足
レ

称
レ

蕃
者
。
然
給
レ

復
。

一
種
无
レ

別
。

　

（3）
の
古
記
は
毛
人
（
蝦
夷
）
も
隼
人
も
「
蕃
」
で
は
な
い
と
す
る
が
、
夷
狄
か
ど
う
か
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
以
外

の
部
分
で
古
記
は
隼
人
が
化
外
人
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
隼
人
を
夷
狄
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
公

式
令
50
国
有
瑞
条
の
「
境
外
消
息
」
に
つ
い
て
、
古
記
は
「
謂
毛
人
消
息
亦
同
」
と
す
る
の
み
で
隼
人
を
例
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
既

述
し
た
よ
う
な
、
隼
人
を
化
外
の
夷
狄
と
み
な
し
て
い
な
い
古
記
の
認
識
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
隼
人
を
化
外
の
夷
狄
と
は
み
な
さ
な
い
古
記
の
論
理
を
前
提
に
し
た
と
き
、
多
く
の
論
考
が
隼
人
＝
夷
狄
説
の

根
拠
と
し
て
き
た
賦
役
令
10
辺
遠
国
条
古
記
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
と
は
別
の
解
釈
が
必
要
と
な
ろ
う
。
辺
遠
国
条
古
記
の
意

図
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、
や
は
り
令
文
の
趣
旨
を
正
し
く
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

（C）
辺
遠
国
条
の
本
文
と
、
北
宋
天

聖
令
か
ら
知
ら
れ
る

（D）
唐
開
元
二
五
年
令
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
令
の
位
置
づ
け
を
し
て
お
き
た
い
。

（C）
養
老
賦
役
令
10
辺
遠
国
条
（
大
宝
令
も
ほ
ぼ
同
文
）

　
　

凡
辺
遠
国
。
有
二

夷
人
雑
類
一

之
所
。
応
レ

輸
二

調
役
一

者
。
随
レ

事
斟
量
。
不
三

必
同
二

華
夏
一

。

（D）
唐
開
元
二
五
年
賦
役
令

　
　

凡
辺
遠
州
。
有
夷
獠
雑
類
之
所
。
応
輸
課
役
者
。
随
事
斟
量
。
不
必
同
華
夏（

12
）。
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六

さ
ら
に

（C）
の
日
本
令
の
「
夷
人
雑
類
」
を
注
釈
す
る
古
記

（A）
を
こ
こ
に
再
掲
し
よ
う
。

（A）
夷
人
雑
類
謂
毛
人
。
肥
人
。
阿
麻
弥
人
等
類
。
問
。
夷
人
雑
類
一
歟
。
二
歟
。
答
。
本
一
末
二
。
仮
令
。
隼
人
。
毛
人
。
本
土
謂
二

之
夷
人
一

也
。
此
等
雑
二

居
華
夏
一

。
謂
二

之
雑
類
一

也
。
一
云
。
一
種
无
レ

別
。

　

こ
の
古
記

（A）
で
は
、
職
員
令
18
玄
蕃
寮
条
集
解
の

（1）
の
古
記
で
夷
狄
と
し
た
毛
人
と
並
ん
で
、
肥
人
・ 

阿
麻
弥
人
が
夷
人
雑
類
に
例
示

さ
れ
、
さ
ら
に
雑
類
と
し
て
華
夏
（
内
国
）
に
雑
居
す
る
毛
人
（
蝦
夷
）・
隼
人
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
隼
人
を
蝦
夷
と
並
ぶ

夷
狄
と
す
る
論
考
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
古
記
は
、
隼
人
を
化
外
の
夷
狄
と
は
み
な
さ
な
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
古
記
は
一
明
法
家
の
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
辺
遠
国
条
集
解
の
古
記

（A）
を
絶
対
的
な
尺
度
と
し
て
隼
人
を
夷
狄
と
即

断
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
夷
人
雑
類
」
と
い
う
用
語
を
夷
狄
に
引
き
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

（D）
の
唐
令
の
「
夷
獠
雑
類
」
の
「
夷
獠
」
は
、
中
国
南
部
か
ら
南
方
に
分
布
し
、
特
殊
な
課
税
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
「
異
民
族
」
を

指
す
限
定
的
用
語
で
あ
っ
た（

13
）。

大
高
広
和
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
宝
令
で
は
そ
の
固
有
性
を
考
慮
し
て
「
夷
人
」
に
改
変
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
唐
令
の
「
夷
獠
」
に
た
い
す
る
特
殊
規
定
を
日
本
令
で
一
般
的
規
定
に
改
変
す
る
さ
い
に
、「
夷
狄
」
で

は
な
く
「
夷
人
」
と
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
大
高
氏
の
研
究
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
宝
令
で
は
諸
蕃
と
夷
（
夷
狄
）
の
区
分

が
存
在
せ
ず
、同
時
に
両
者
が
化
外
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
辺
遠
国
条
の
「
応
レ

輸
二

調
役
一

者
。
随
レ

事
斟
量
。
不
三

必
同
二

華
夏
一

」

に
付
さ
れ
た
古
記

（B）
を
再
掲
し
よ
う
。

（B）
問
。
化
外
人
投
化
復
十
年
。
復
訖
之
後
。
課
役
同
二

雑
類
一

以
不
。
答
。
不
レ

同
也
。
華
夏
百
姓
一
種
也
。

　

こ
こ
で
蝦
夷
・
隼
人
と
区
別
さ
れ
る
化
外
人
は
投
化
（
帰
化
）
の
場
合
、
十
年
の
復
（
租
税
免
除
）
の
後
は
、
内
国
雑
居
す
る
蝦
夷
・

隼
人
の
よ
う
な
「
雑
類
」
と
同
じ
課
税
で
は
な
く
華
夏
（
内
国
）
百
姓
と
同
じ
課
税
と
な
る
、
と
い
う
理
解
を
示
す
。
つ
ま
り
、
化
外
人

が
投
化
し
た
場
合
の
課
役
は
華
夏
の
百
姓
と
違
う
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
蝦
夷
は
他
の
条
の
古
記
で
は
明
ら
か
に
化
外
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
た
と
え
ば

（1）
職
員
令
18
玄
蕃
寮
条
集
解
の
古
記
で
は
、
蝦
夷
は
化
外
の
在
京
夷
狄
）、
こ
こ
で
は
化
外
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

七

人
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
古
記

（B）
は
そ
も
そ
も
課
役
の
異
同
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
の
み
で
、
身
分
範
疇
を
問
題
に
は
し
て
い
な

い
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
夷
人
雑
類
が
化
外
人
や
夷
狄
・
百
姓
の
ど
こ
に
属
す
る
か
は
、
問
題
に
し
て
い
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
他
の
条
の
古
記
と
の
整
合
性
は
と
れ
な
い
。
辺
遠
国
条
古
記
（A）
を
根
拠
に
し
て
、
隼
人
を
蝦
夷
と
同
様
に
化
外
の

夷
狄
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

（C）
賦
役
令
10
辺
遠
国
条
は
中
国
の
特
殊
規
定
を
一
般
規
定
に
改
変
し
て
い
る
よ
う
に
、
蝦
夷
・
隼
人
を
具
体
的
対
象
と
し
て
設
定
し

た
わ
け
で
は
な
い
。

（C）
辺
遠
国
条
の
「
調
役
」
規
定
に
蝦
夷
・
隼
人
支
配
の
特
殊
性
を
求
め
よ
う
す
る
見
解
も
あ
る
が（

14
）、「

調
役
」
は
考

課
令
65
殊
功
異
行
条
に
「
凡
毎
年
諸
司
。
得
二

国
郡
司
政
一

。
有
二

殊
功
異
行
一

。
及
祥
瑞
災
蝗
。
戸
口
調
役

0

0

増
減
。
当
界
豊
倹
。
盗
賊
多 

少
。
並
録 

送
レ

省
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
夷
人
雑
類
に
の
み
適
用
さ
れ
る
用
語
で
は
な
い
。

（C）
の
「
調
役
」
は
古
記
が
「
華
夏
」
に
必
ず

し
も
同
じ
で
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
律
令
制
下
の
内
国
に
も
共
通
す
る
税
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
古
記
の

天
下
観
の
前
提
と
し
て
隼
人
と
蝦
夷
を
共
通
の
次
元
で
と
ら
え
る
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
古
記
に
み

え
る
両
者
の
共
通
点
が
化
外
の
夷
狄
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

第
二
節	

『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
天
下
観
と
隼
人

　
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
隼
人
・
蝦
夷
並
記
史
料
を
中
心
的
根
拠
と
し
て
、
隼
人
＝
夷
狄
論
を
主
張
す
る
論
考
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。『
日
本
書
紀
』の
天
下
観
に
つ
い
て
大
高
広
和
氏
は
、『
日
本
書
紀
』は
朝
鮮
諸
国
を「
蕃
」と
し
、「
華
夷
」「
東
夷
」

な
ど
の
表
記
を
使
用
す
る
が
、「
夷
狄
」
の
語
自
体
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
い
こ
と
、
養
老
令
で
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
改
変
が
行
わ

れ
た
と
い
う
徴
証
も
な
い
こ
と
か
ら
、
天
平
年
間
成
立
の
古
記
は
毛
人
・
隼
人
を
「
蕃
と
称
す
る
に
足
ら
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
一
定

の
区
別
の
意
識
を
も
つ
過
渡
期
の
あ
り
方
を
示
す
と
し
た
。
さ
ら
に
大
高
氏
は
、
義
解
が
「
外
蕃
」
と
「
夷
狄
」
の
明
確
な
区
別
を
前
提

に
注
釈
し
て
い
る
こ
と
、蝦
夷
を「
夷
狄
」と
す
る
初
見
史
料
が『
続
日
本
紀
』養
老
七
年（
七
二
三
）九
月
己
夘
条
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
蕃
」

「
夷
」（
諸
蕃
と
夷
狄
）
の
区
別
の
観
念
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら
徐
々
に
固
定
化
・
浸
透
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
異
論
は
な
い
が
、
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八

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、『
日
本
書
紀
』
景
行
二
十
七
年
二
月
壬
子
条
・
同
四
十
年
七
月
条
に
お
い
て
蝦
夷
を
「
東
夷
」
と
し
、「
椎
結
文
身
」「
衣

毛
」「
飲
血
」「
肉
食
」「
穴
居
」
な
ど
百
姓
と
異
な
る
風
俗
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
蝦
夷
を
夷
狄
と

す
る
明
瞭
な
認
識
は
な
く
と
も
、
化
外
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
隼
人
＝
夷
狄
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
化
外
の
蝦
夷
と
隼
人
の
並
記
史
料
（
次
掲

（1）
～

（3）
）
で
あ
る
。

（1）
清
寧
四
年
十
月
癸
丑
（
是
日
）
条
「
蝦
夷
・
隼
人
並
内
附
。」

（2）
欽
明
元
年
三
月
条
「
蝦
夷
・
隼
人
、
並
率
レ

衆
帰
附
。」

（3）
斉
明
元
年
是
歳
条
「
蝦
夷
・
隼
人
率
レ

衆
内
属
、
詣
レ

闕
朝
献
。」

　

永
山
修
一
氏
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
史
実
で
は
な
く
と
も
蝦
夷
と
隼
人
が
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
八
世
紀

前
期
の
段
階
で
、
隼
人
が
蝦
夷
と
同
様
夷
狄
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
し
た（

15
）。

ま
た
原
口
耕
一
郎
氏
は
、
こ
れ
ら
が
中
国
史

料
に
よ
る
潤
色
だ
と
し
て
も
「
内
附
」「
帰
附
」「
内
属
」
は
夷
狄
に
た
い
す
る
用
語
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
段
階
で
隼
人
が
夷
狄
だ
と

認
識
さ
れ
て
い
た
証
左
に
な
る
と
し
た（

16
）。

両
氏
の
見
解
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、（1）
清
寧
四
年
十
月
癸
丑
（
是
日
）
条
か
ら
検
討
し
よ
う
。
清
寧
紀
の
①
三
年
九
月
壬
子
朔
条
の
「
遣
レ

臣
、巡
二

省
風
俗
一

」
は
『
隋

書
』
高
祖
上
開
皇
元
年
二
月
乙
丑
条
に
よ
る
潤
色
、
②
三
年
十
月
乙
酉
条
の
「
詔
、
犬
馬
器
翫
、
不
レ

得
二

献
上
一

」
は
、『
隋
書
』
高
祖

上
開
皇
元
年
三
月
辛
巳
条
に
よ
る
潤
色
、③
四
年
十
一
月
戊
辰
条
の
「
宴
二

臣
連
於
大
庭
一

。
賜
二

綿
帛
一

。
皆
任
二

其
自
取
一

、尽
レ

力
而
出
」

は
、『
隋
書
』
高
祖
上
開
皇
二
年
十
月
癸
酉
に
よ
る
潤
色
、
④
秋
八
月
丁
未
朔
癸
丑
の
「
天
皇
親
録
二

囚
徒
一

。
是
日
、
蝦
夷
・
隼
人
並
内

附
。」
は
、『
隋
書
』
高
祖
上
開
皇
四
年
九
月
己
巳
条
・
庚
午
条
に
よ
る
潤
色
、
⑤
九
月
丙
子
朔
条
の
「
天
皇
御
二

射
殿
一

。
詔
二

百
寮
及
海

表
使
者
一

射
。
賜
レ

物
各
有
レ

差
」
は
、『
隋
書
』
高
祖
上
開
皇
六
年
九
月
辛
巳
条
に
よ
る
潤
色
で
あ
る
こ
と
が
、
原
口
氏
ら
の
研
究
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
清
寧
紀
全
体
か
ら
み
て
い
く
と
、
清
寧
の
即
位
関
係
記
事
（
白
髪
部
設
置
も
即
位
関
連
記
事
）
が
ま

ず
配
置
さ
れ
、
次
の
億
計
・
弘
計
皇
子
伝
承
お
よ
び
飯
豊
皇
女
の
記
事
は
、
両
皇
子
が
即
位
を
譲
り
合
い
「
空
位
」
に
な
っ
た
さ
い
の
「
臨

朝
秉
政
」
の
前
提
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
立
太
子
関
係
記
事
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
即
位
・
立
太
子
関
係
記
事
が
最
初
に
配
置
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

九

さ
れ
、
そ
の
後
国
内
・
対
外
関
係
記
事
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
清
寧
紀
の
大
部
分
が
『
隋
書
』
な
ど
中
国
史
書

の
引
き
写
し
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
諸
蕃
関
係
に
つ
い
て
は
、「
海
表
の
○
○
」
と
い
う
『
書
紀
』
に
お
け
る
慣
用
的
な
表
現
が
定
型
句

と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

（1）
の
う
ち
の
問
題
の
④
の
蝦
夷
・
隼
人
内
附
記
事
も
、『
隋
書
』
高
祖
上
開
皇
四
年
九
月
条
の
「
己
巳
、
上
親
録
囚
徒
。
庚
午
、
契
丹

内
附
」
の
引
き
写
し
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
直
前
の
己
巳
条
の
「
親
録
囚
徒
」
に
連
続
し
て
引
き
写
し
さ
れ
て
い
る
。
蝦
夷
・
隼
人
内
附

記
事
は
八
世
紀
の
夷
狄
観
に
よ
る
造
作
と
い
う
よ
り
、『
隋
書
』
の
契
丹
内
附
記
事
を
中
心
と
し
て
前
後
の
引
き
写
し
を
し
て
い
る
よ
う

に
、
機
械
的

0

0

0

に
造
作
さ
れ
た
側
面
も
あ
る
。『
隋
書
』
で
は
そ
の
前
の
五
月
癸
酉
条
に
「
契
丹
守
莫
賀
弗
」
の
投
降
記
事
を
載
せ
て
お
り
、

清
寧
紀
が
こ
れ
を
継
承
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
内
附
記
事
が
機
械
的
引
き
写
し
で
あ
る
可
能
性
を
い
っ
そ
う
強
く
さ
せ
る
。

　

（2）
欽
明
元
年
三
月
条
「
蝦
夷
・
隼
人
、
並
率
レ

衆
帰
附
」
に
つ
い
て
も
『
冊
府
元
亀
』・『
旧
唐
書
』
に
「
○
○
△
△
率
衆
帰
附
」
と
い

う
類
似
の
記
事
が
散
見
し
て
い
る
こ
と
が
、
原
口
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
ふ
く
む
欽
明
元
年
紀
は
、
立
后
→
百
済
人

投
化
→
蝦
夷
・
隼
人
帰
附
→
遷
都
→
朝
鮮
三
国
・
任
那
朝
貢
→
秦
人
・
漢
人
・
諸
蕃
投
化
と
い
う
よ
う
に
、
対
外
関
係
記
事
を
中
心
に
配

置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
徳
化
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
対
外
関
係
記
事
の
ほ
と
ん
ど
が
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
蝦
夷
・
隼
人
記
事
も
八
世
紀
の
夷
狄
観
念
に
も
と
づ
く
と
い
う
よ
り
、
定
型
句
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
同
様
に
、

（3）
斉
明
元
年
紀
「
蝦
夷
・
隼
人
率
レ

衆
、
詣
レ

闕
朝
献
」
も
、
元
年
紀
が
即
位
・
予
兆
記
事
の
あ
と
陸
奥
・
越
蝦
夷
の
朝
貢
→
遣
唐
使
帰

還
→
造
都
→
三
韓
朝
貢
→
蝦
夷
・
隼
人
内
属
記
事
と
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
冒
頭
部
分
に
定
型
句
と
し
て
配
置
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
元
年
七
月
条
に
陸
奥
・
越
蝦
夷
の
朝
貢
記
事
が
重
複
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
蝦
夷
・
隼
人
記
事
の
み
が
機
械
的
に

配
置
さ
れ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
一
連
の
隼
人
の
内
附
記
事
は
、
蝦
夷
に
引
き
ず
ら
れ
て
造
作
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
蝦
夷
に
引

き
ず
ら
れ
た
と
す
る
根
拠
は
、
律
令
制
下
の
隼
人
支
配
に
つ
な
が
る
阿
多
・ 
大
隅
隼
人
の
記
事
が
登
場
す
る
天
武
紀
以
前
に
蝦
夷
の
単0

独0

の
朝
貢
・
服
属
記
事
は
い
く
つ
も
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
さ
し
あ
た
り
第
1
表
の
と
お
り
）、
隼
人
の
単
独

0

0

の
服
属
・
朝
貢
記
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人
文
学
報 

第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

一
〇

事
が
一
例
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
隼
人
＝
夷
狄
観
が
実
在
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
単
独
朝
貢
・
内
附

記
事
が
あ
っ
て
も
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
記
述
し
た
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
は
蝦
夷
に
つ
い
て
「
東
夷
」
と
記
し
、
衣
食
住
な
ど
の
風
俗

が
王
化
の
下
に
あ
る
百
姓
と
は
明
確
に
異
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
隼
人
の
風
俗
が
百
姓
と
異

な
る
と
は
一
行
た
り
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
隼
人
の
別
次
元
で
の
表
現
で
あ
る
熊
襲
に
つ
い
て
も
「
礼

に
欠
け
る
」
と
は
記
述
さ
れ
て
も
、
隼
人
と
同
様
百
姓
と
異
な
る
風
俗
記
事
は
一
行
も
な
い
。『
日
本
書

紀
』
天
武
十
年
（
六
八
一
）
八
月
丙
戌
条
は
、当
初
は
南
島
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
多
禰
国
」
に
つ
い
て
「
其

国
レ

去
京
五
千
余
里
。居
二

筑
紫
南
海
中
一

切
レ

髮
草
裳
。粳
稲
常
豐
。一
爼
両
收
。土
毛
支
子
。莞
子
及
種
々

海
物
等
多
」
と
い
う
、
内
国
百
姓
と
異
な
る
風
俗
を
記
録
す
る
。『
日
本
書
紀
』
の
天
下
観
で
は
隼
人
は

蝦
夷
と
共
通
す
る
側
面
は
あ
る
も
の
の
、
化
外
の
蝦
夷
と
は
截
然
と
区
別
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
『
令
集
解
』
古
記
の
認
識
と
も
合
致
す
る
。
そ
れ
で
は
、
古
代
国
家
の
天
下
観
に
お
い

て
化
外
人
と
認
識
さ
れ
て
い
な
い
隼
人
が
、
蝦
夷
と
共
通
す
る
性
格
を
も
つ
に
至
っ
た
歴
史
的
背
景
は

何
な
の
か
。
ま
た
、
共
通
す
る
性
格
と
は
何
な
の
か
。

第
三
節	

古
代
に
お
け
る
天
下
観
の
成
立
と
蝦
夷
・
隼
人

　

ま
ず
、
古
代
国
家
の
天
下
観
の
成
立
に
か
か
わ
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
『
日
本
書
紀
』
の
隼
人
記
事
に

注
目
し
た
い
。
そ
れ
は

（1）
天
武
十
一
年
（
六
八
二
）
七
月
甲
午
条
の
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

　

（1）
隼
人
多
来
、
貢
二

方
物

0

0

一

。
是
日
、
大
隅
隼
人
与
二

阿
多
隼
人
一

、
相
二

撲
於
朝
庭
一

。
大
隅
隼
人
勝
之
。

　

こ
れ
は
律
令
制
下
の
阿
多
・
大
隅
隼
人
の
成
立
に
か
か
わ
る
記
事
で
あ
る
。
延
喜
隼
人
司
式
に
規
定
の
な
い
隼
人
の
相
撲
を
伝
え
る
こ

と
も
隼
人
支
配
の
成
立
過
程
を
究
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
隼
人
の
朝
貢
物
を「
方
物
」と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

- 1 -

第１表 蝦夷の単独朝貢、内附・内属記事

応神三年十月癸酉「東蝦夷悉朝貢 」。

舒明九年是歳「蝦夷不朝」で蝦夷が朝貢すべき存在。

皇極元年九月癸酉「越辺蝦夷、数千内附 」。

大化二年正月是月「蝦夷親附 」。

斉明四年七月甲申「蝦夷二百餘詣闕朝献。饗賜贍給有加於常 」。

（数字は人数を示す）第２表 延喜式における隼人の仕奉

考備人隼係関奉仕名式儀係関

「蕃客入朝。天皇不臨軒者不陣」( ) 元日・即位 分陣 番上 ・今来 ・白丁 23102021
「 蕃客入朝。不吠」蕃客入朝 吠声 今来 （吠声は今来隼人）20

( ) 践祚大嘗祭 分陣・歌舞 弾琴２・吹笛２・撃百子４・ 隼人の分類紀さず2
・吠声 拍手２、歌２舞２ 吠声の隼人の分類不明

( ) 行幸 供奉 番上 ・今来 国界・山川道路の曲で吠声0143
。 。しな声吠幸近声吠は宿経来今声吠 10

( ) 御薪 吠声 今来（人数記載なし）4
( ) 年料・大嘗 竹器・油絹 作手隼人 （兵部省式） 年料竹器、毎年造進油絹025

」笠竹作造「令老養絹（油進造作造料祭 2）

（今来隼人の大儀と比較）第３表 大嘗祭における参列者の装束

今来隼人 神祇官 神祇官史生以 内親王 門部 物部 国栖

（大儀） 官人 下雑任 女官 語部 楢笛工

衣服 大横布衫 榛藍摺綿袍 青摺布衫 青摺袍 青摺布衫 紺布衫 青摺布衫

）紐結（袴白袴布

鬘 赤白木綿鬘 木綿鬘あり 日陰鬘 木綿 日陰鬘、

鬘

他 緋帛肩巾 神部・神服長 神楯戟

横刀 は賢木

楯槍
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

一
一

朝
鮮
諸
国
か
ら
の
朝
貢
物
は
七
世
紀
に
お
い
て
は
「
調
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
高
句
麗
・
耽
羅
か
ら
の
朝
貢
物
に

「
方
物
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、『
続
日
本
紀
』
で
も
「
方
物
」
は
蝦
夷
・
南
島
・
渤
海
・
新
羅
な
ど
化
外
か
ら
の
朝
貢
物

に
た
い
す
る
用
語
で
あ
る
。
中
国
史
料
で
も
「
方
物
」
は
基
本
的
に
は
化
外
の
朝
貢
物
に
た
い
す
る
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら

単
純
に
『
日
本
書
紀
』
に
は
隼
人
を
化
外
の
夷
狄
と
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
よ
り
も
隼
人
の
「
方
物
」

と
い
う
表
記
は
、
八
世
紀
に
お
い
て
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
朝
貢
物
が
「
調
物
」
あ
る
い
は
「
御
調
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合

し
な
い
。
隼
人
の
「
調
」
の
初
見
史
料
は
『
続
日
本
紀
』
養
老
七
年
（
七
二
三
）
五
月
辛
巳
条
で
あ
る
。

（1）
天
武
十
一
年
（
六
八
二
）
紀

以
降
養
老
七
年
（
七
二
三
）
の
記
事
ま
で
隼
人
の
朝
貢
物
の
呼
称
は
見
え
な
い
。『
日
本
書
紀
』
持
統
三
年
（
六
八
九
）
正
月
壬
戌
条
で

は
、「
筑
紫
大
宰
粟
田
真
人
朝
臣
等
、
献
二

上
隼
人
一
百
七
十
四
人
、
并
布
五
十
常
、
牛
皮
六
枚
、
鹿
皮
五
十
枚
一

」
と
朝
貢
物
の
内
容
ま

で
記
載
し
な
が
ら
、
朝
貢
物
の
呼
称
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
入
朝
は
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
の
開
始
で
あ
る

が
、
朝
貢
物
の
「
調
」
と
い
う
呼
称
は
養
老
七
年
（
七
二
三
）
ま
で
見
え
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

（1）
天
武
十
一
年
紀
の
隼
人
の
「
方
物
」

は
、『
日
本
書
紀
』
成
立
段
階
の
こ
ろ
の
天
下
観
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、『
日
本
書
紀
』
成
立
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
年
ま
で
の
古
代
国
家
の
天
下
観
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。『
続

日
本
紀
』
の
文
武
元
年
（
六
九
七
）
十
月
壬
午
条
の
「
蝦
夷
」、同
十
二
月
庚
辰
条
の
「
蝦
狄
」
以
降
、エ
ミ
シ
は
陸
奥
に
つ
い
て
は
蝦
夷0

、

出
羽
・
越
後
に
つ
い
て
は
蝦
狄0

、
と
い
う
表
記
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
〈
東
夷
・
西
戎
・
南
蛮
・
北
狄
〉
の
四
夷
の
天
下
観

に
も
と
づ
い
て
創
出
さ
れ
た
化
外
に
た
い
す
る
呼
称
で
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
持
統
九
年
（
六
九
五
） 

三
月
庚
午
条
に
は
「
遣
二

務

広
弐
文
忌
寸
博
勢
・
進
広
参
下
訳
語
諸
田
等
於
多
祢
一

、
求
二

蛮0

所
居
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
多
禰
な
ど
南
西
諸
島
の
島
嶼
を
四
夷
の
う
ち

の
〈
南
蛮
〉
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
世
紀
末
に
は
毛
人
を
こ
と
さ
ら
に
東
・
北
に
区
分
し
、〈
東
夷
〉
を
蝦
夷
、〈
北
狄
〉
を
蝦

狄
と
し
、
南
西
諸
島
の
島
嶼
を
〈
南
蛮
〉
の
「
南
島
」
と
し
た
。
浄
御
原
令
成
立
以
降
〈
東
夷
・
西
戎
・
南
蛮
・
北
狄
〉
の
天
下
観
に
も

と
づ
く
四
夷
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
〈
西
戎
〉
に
つ
い
て
は
隼
人
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
が（

17
）、

こ
れ
は
成
立
し
が
た
い
。
隼
人
と
い
う
表
記
は
南
方
の
守
護
神
を
意
味
す
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

一
二

る
「
烏
隼
」
と
い
う
中
国
の
四
神
思
想
を
前
提
に
し
て
つ
く
ら
れ
た（

18
）。

し
か
し
、
隼
人
の
居
住
す
る
大
隅
・
薩
摩
両
国
は
西
海
道
で
あ
り
、

南
で
は
な
く
西0

の
範
疇
に
属
す
る
。
隼
人
は
四
夷
観
念
成
立
以
前
の
表
記
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
夷
狄
観
に
相

当
す
る
隼
人
の
風
俗
記
事
は
六
国
史
に
存
在
し
な
い
。
隼
人
を
西
の
夷
狄
（
西
戎
）
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
古
代
国
家
が
〈
西
戎
〉
に
想
定
し
て
い
た
化
外
の
存
在
は
何
か
。
そ
れ
は
新
羅
で
あ
ろ
う
。
大
宝
令
制
で
は
諸
蕃
＝
夷
狄
＝

化
外
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
朝
聘
の
対
象
（
王
権
を
も
つ
国
）
は
こ
の
段
階
で
は
新
羅
し
か
存
在
し
な
い（

19
）。『

日
本
書
紀
』
神
功
紀
で
は

朝
鮮
諸
国
を
「
西
蕃
」
と
し
て
い
る
（『
日
本
書
紀
』
神
功
摂
政
前
紀
仲
哀
九
年
十
月
辛
丑
条
、
同
神
功
四
九
年
三
月
条
）。
と
す
る
と
、

日
本
の
天
皇
の
天
下
で
は
西
の
諸
蕃
＝
夷
狄
（
西
戎
）
し
か
従
属
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、西
戎
（
新
羅
）
以
外
の
〈
東
夷
・

北
狄
・
南
蛮
〉
を
蝦
夷
・
蝦
狄
・
南
嶋
で
補
完
し
、
四
夷
を
創
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
事
実
と
し
て
王
権
が
存
在
せ
ず
、
朝
聘

の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
問
題
が
大
宝
令
の
施
行
後
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
天
下
観
に
対
応
さ
せ
る
た
め
、
八
世
紀
前

半
の
律
令
国
家
は
、
蝦
夷
・
蝦
狄
・
南
島
に
つ
い
て
は
律
令
の
諸
蕃
＝
夷
狄
と
い
う
枠
組
と
は
別
に
、
諸
蕃
と
は
異
な
る
夷
狄
を
創
出
し

た
の
で
あ
る
。
律
令
の
天
下
観
と
新
た
に
創
出
さ
れ
た
天
下
観
の
間
の
ズ
レ
が
、
一
貫
し
な
い
集
解
の
古
記
の
解
釈
を
生
み
出
し
た
要
因

と
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
古
記
が
化
外
で
は
な
い
隼
人
を
化
外
の
蝦
夷
と
同
じ
夷
人
雑
類
と
し
た
り
、『
日
本
書
紀
』
が
隼
人
を
内
附
・
帰
附
・
内

属
史
料
で
並
記
し
た
り
、
隼
人
の
朝
貢
物
の
名
称
を
化
外
と
同
じ
く
「
方
物
」
と
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。『
続
日
本
紀
』
の
数
少
な
い

隼
人
・
蝦
夷
並
記
記
事
に
、
そ
の
背
景
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（2）
『
続
日
本
紀
』
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
正
月
壬
子
朔
条

天
皇
御
二

大
極
殿
一

受
レ

朝
。
隼
人
蝦
夷
等
亦
在
レ

列
。
左
将
軍
正
五
位
上
大
伴
宿
祢
旅
人
、
副
将
軍
従
五
位
下
穂
積
朝
臣
老
、
右
将

軍
正
五
位
下
佐
伯
宿
祢
石
湯
、副
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
臣
馬
養
等
、於
二

皇
城
門
外
朱
雀
路
東
西
一

分
頭
、陳
二

列
騎
兵
一

、引
二

隼
人
・

蝦
夷
等
一

而
進
。

　

（2）
は
文
武
四
年
（
七
〇
〇
）
に
覓
国
使
剽
劫
事
件
を
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
反
乱
を
起
こ
し
蝦
夷
と
同
様
の
城
柵
・
柵
戸
が
設
置
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

一
三

さ
れ
た
地
域
の
住
人
で
あ
る
隼
人
を
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
征
討
し
た
蝦
夷
と
と
も
に
元
日
朝
賀
に
参
列
さ
せ
、
天
皇
に
よ
る
辺
境

支
配
を
儀
礼
の
場
で
現
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
。
同
年
正
月
戊
寅
条
に
よ
れ
ば
、こ
の
あ
と
文
武
百
官
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
隼
人
・

蝦
夷
を
節
宴
に
参
加
さ
せ
授
位
・
賜
禄
を
行
っ
て
い
る
。

（3）
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
四
月
丙
戌
条

征
二

討
陸
奥
蝦
夷
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
等
一

将
軍
已
下
、
及
有
功
蝦
夷
、
并
訳
語
人
、
授
二

勲
位
一

各
有
レ

差
。

　

養
老
四
年
（
七
二
〇
）
年
に
陸
奥
国
・
大
隅
国
で
そ
れ
ぞ
れ
国
司
の
殺
害
を
契
機
に
大
き
な
反
乱
に
発
展
し
た
。
隼
人
の
反
乱
は
大
隅

国
に
と
ど
ま
ら
ず
薩
摩
国
ま
で
拡
大
し
た
。
持
節
征
討
使
が
派
遣
さ
れ
、
両
者
と
も
に
養
老
五
年
（
六
二
一
）
ま
で
に
鎮
圧
さ
れ
た
。

（3）

は
養
老
六
年
に
あ
ら
た
め
て
征
夷
・
征
隼
人
の
論
功
行
賞
が
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
蝦
夷
征
討
の
期
間
（
養
老
四
年
九
月
～
養

老
五
年
四
月
）
と
隼
人
征
討
の
期
間
（
養
老
四
年
三
月
～
養
老
五
年
七
月
）
と
は
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
両
者
と
も
に
こ
れ

ま
で
で
最
大
級
の
反
乱
で
あ
り
、
律
令
国
家
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
か
っ
た（

20
）。『

続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
大
宝
～
養
老
年
間
に
は
、
隼

人
は
反
乱
を
起
こ
し
、「
隔
レ

化
逆
レ

命
」（
大
宝
二
年
〈
七
〇
二
〉
八
月
丙
申
朔
条
）、「
荒
俗
」（
和
銅
三
年
〈
七
一
〇
〉
正
月
庚
辰
条
）、

「
昏
荒
、
野
心
未
レ

習
二

憲
法
一

」（
和
銅
七
年
〈
七
一
四
〉
三
月
壬
寅
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
蝦
夷
と
共
通
す
る
野
蛮
な
住
人
群
と
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
国
郡
制
に
編
成
さ
れ
て
い
る
隼
人
は
あ
く
ま
で
百
姓
身
分
で
あ
り
、
夷
狄
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
次
掲

の
（6）

『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
六
月
戊
戌
条
に
み
え
る
持
節
征
隼
人
将
軍
任
命
時
の
詔
か
ら
も
、そ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

（4）
詔
曰
。
蛮
夷
為
レ

害
。
自
レ

古
有
之
。
漢
命
二

五
将
一

。
驕
胡
臣
服
。
周
労
二

再
駕
一

。
荒
俗
来
王
。
今
西
隅
小
賊
。
怙
レ

乱
逆
レ

化
。

屢
害
二

良
民
一

。
因
遣
二

持
節
将
軍
正
四
位
下
中
納
言
兼
中
務
卿
大
伴
宿
祢
旅
人
一

。
誅
二

罸
其
罪
一

。
尽
二

彼
巣
居
一

。
治
レ

兵
率
レ

衆
。

剪
二

掃
兇
徒
一

。
酋
帥
面
縛
。
請
二

命
下
吏
一

。
寇
党
叩
頭
。
争
靡
二

敦
風
一

。
然
將
軍
暴
二

露
原
野
一

。
久
延
二

旬
月
一

。
時
属
二

盛
熱
一

。

豈
無
二

艱
苦
一

。
使
二

々
慰
問
一

。
宜
レ

念
二

忠
勤
一

。

　

（4）
で
は
、「
蛮
夷
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
傍
線
部
分
は
漢
籍
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
隼
人
に
た
い
す
る
表
現
で
は
な
い（

21
）。「

怙
レ 

乱
逆
レ

化
。
屢
害
二

良
民
一

」
と
蝦
夷
の
反
乱
と
類
似
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
、
隼
人
は
「
西
隅
小
賊
」
に
と
ど
ま
り
、
化
外
の
夷
狄
と
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

一
四

は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
化
外
で
は
な
い
隼
人
が
蝦
夷
と
同
様
、
大
き
な
反
乱
を
起
こ
す
住
人
群
で
あ
る
と
い
う
国
家
側
の
認
識

は
、
八
世
紀
を
通
じ
て
存
続
し
た
で
あ
ろ
う
。
常
に
反
乱
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
対
策
と
し
て
城
柵
・
柵
戸
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
賦
役
令
15
没
落
外
蕃
条
集
解
の
古
記
が
「
没
二

落
外
蕃
一

得
レ

還
者
与
レ

復
。
未
レ

知
。
毛
人
。
隼
人
。
被
二

抄
略
一

得
レ

還
者
」
と
い
う

よ
う
に
、隼
人
の
地
で
の
没
落
を
想
定
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、賦
役
令
10
辺
遠
国
条
集
解
の
古
記
が
、「
隼
人
。
毛
人
。

本
土
謂
二

之
夷
人
一

也
。
此
等
雑
二

居
華
夏
一

。
謂
二

之
雑
類
一

也
」
と
い
う
よ
う
に
、
移
住
・
移
配
の
対
象
と
も
な
っ
た
隼
人
・
蝦
夷
に
つ

い
て
、
共
通
の
辺
境
人
と
の
認
識
を
示
し
た
の
も
自
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
反
乱
を
起
こ
す
「
荒
俗
」
の
住
人
群
と
い
う
共
通

性
を
示
し
て
は
い
て
も
、
隼
人
が
化
外
の
夷
狄
で
は
な
い
こ
と
は
前
節
で
詳
細
に
論
証
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

と
も
に
「
荒
俗
」
の
辺
境
住
人
群
で
あ
っ
て
も
、
一
方
を
内
国
の
百
姓
に
、
一
方
を
化
外
の
夷
狄
に
区
分
す
る
と
こ
ろ
に
、
夷
狄
・
百

姓
の
も
つ
政
治
性
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
夷
狄
身
分
は
住
人
の
実
態
（
実
体
）
を
第
一
義
的
な
理
由
と
し
て
創
出
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。

第
二
章	

『
延
喜
式
』
に
お
け
る
隼
人
と
中
華
世
界

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』
と
り
わ
け
隼
人
司
式
の
分
析
か
ら
、
隼
人
に
中
華
思
想
の
充
足
を
は
か
る
た
め
の
夷
狄

と
し
て
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
見
解
や
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
上
京
制
停
止
以
後
も
抑
留
さ
れ
た
上
京
隼
人
や
近
畿
隼
人
に
よ

り
、
矮
小
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
中
華
思
想
の
充
足
が
は
か
ら
れ
た
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
第
一
章
の
結
論
を
前

提
に
、
隼
人
＝
夷
狄
の
先
入
観
を
排
除
し
、
儀
礼
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
や
装
束
の
具
体
的
内
容
か
ら
、
隼
人
が
夷
狄
と
し
う
る
か
ど
う

か
を
考
察
し
て
い
く
。
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

一
五

第
一
節	

『
延
喜
式
』
諸
儀
礼
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
と
中
華
世
界

　

ま
ず
、『
延
喜
式
』
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
内
容
を
第
2
表
に
か
か
げ
よ
う
。

　

（1）
①
元
日
朝
賀
・
②
即
位
・
③
蕃
客
入
朝
は
大
儀
と
さ
れ
る
重
要
な
儀
礼
で
あ
っ
た
。
儀
礼

空
間
は
大
極
殿
・
朝
堂
で
あ
る
。
①
元
日
朝
賀
で
は
天
皇
が
百
官
人
（
在
京
の
す
べ
て
の
文
武

官
人
）
の
賀
を
受
け
る
が
、
理
念
的
に
は
天
下
百
姓
を
も
対
象
と
し
、
天
皇
に
た
い
す
る
良
人

全
体
の
支
配
服
属
関
係
を
年
頭
に
さ
い
し
て
確
認
し
、
良
人
共
同
体
の
首
長
と
し
て
の
天
皇
の

姿
を
現
出
す
る
儀
礼
で
あ
る（ 22

  

） 
。
蕃
国
使
・
夷
狄
が
参
列
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
化
内
・

化
外
双
方
の
支
配
者
た
る
天
皇
の
姿
が
現
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
②
即
位
礼
は
神
璽
奉
献
を

除
け
ば
元
日
朝
賀
と
ほ
ぼ
同
一
形
式
で
あ
り（ 23

  

） 
、
蕃
客
・
夷
狄
の
参
列
は
な
く
、
天
下
百
姓
の
介

在
も
想
定
で
き
な
い
。
即
位
礼
は
天
皇
と
百
官
人
の
間
の
支
配
服
属
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
を

媒
介
と
し
て
、
国
家
機
構
の
首
長
た
る
天
皇
の
地
位
を
現
出
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
。
③
蕃
客
入

朝
は
諸
蕃
を
従
属
さ
せ
、
化
外
に
君
臨
す
る
天
皇
の
地
位
を
現
出
さ
せ
る
儀
礼
で
あ
る
。

　

延
喜
隼
人
司
式
①
大
儀
条
に
み
え
る
隼
人
の
仕
奉
内
容
を
み
よ
う
。

凡
元
日
即
位
及
蕃
客
入
朝
等
儀
。官
人
三
人
。史
生
二
人
率
二

大
衣
二
人
。番
上
隼
人
廿
人
。

白
丁
隼
人
一
百
卅
二
人
一

。
分
陣
二

応
天
門
外
之
左
右
一

。
蕃
客
入
朝
。
天
皇
不

レ
臨
レ
軒
者
不
レ
陣
。

群
官
初
入
自
二

胡

床
一

起
。
今
来
隼
人
発
二

吠
声
一

三
節
。

蕃
客
入
朝
。
不

レ
在
二
吠
限
一
。
（
下
略
）

　

大
儀
の
儀
礼
空
間
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
は
、
大
衣
と
番
上
・
今
来
・
白
丁
の
各
隼
人
に
よ
っ

て
担
わ
れ
、  

今
来
隼
人
以
外
の
諸
隼
人
は
応
天
門
外
の
左
右
に
分
陣
す
る
。『
延
喜
式
』
の
諸

隼
人
の
う
ち
今
来
隼
人
は
、鈴
木
拓
也
氏
が
明
快
に
論
証
し
た
よ
う
に
、延
暦
二
十
年（
八
〇
一
）

に
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
上
京
制
が
停
止
さ
れ
て
以
後
、
そ
の
呪
力
の
必
要
性
か
ら
な
お
中
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央
に
抑
留
・
定
住
さ
せ
ら
れ
た
隼
人
、
も
し
く
は
抑
留
隼
人
の
死
闕
後
京
畿
隼
人
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
た
隼
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今

来
隼
人
の
仕
奉
は
、
か
つ
て
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
そ
れ
を
示
す
と
し
て
差
し
支
え
な
い
（
第
三
章
で
詳
述
）。
そ
の
今
来
隼
人
の

み
が
群
官
入
場
の
さ
い
に
吠
声
を
発
す
る
が
、
看
過
し
て
な
ら
な
い
の
は
官
人
ら
が
入
場
す
る
前
に
隼
人
は
す
で
に
配
置
さ
れ
、
し
か
も

応
天
門
の
外
つ
ま
り
は
主
た
る
儀
礼
の
場
の
外
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
元
日
朝
賀
に
蕃
客
が
参
列
す
る
さ
い
に
も
『
儀
式
』
に

は
、「
若
有
二

蕃
客
一

者
、
治
部
・
玄
蕃
相
次
引
レ

客
、
入
レ

自
二

会
昌
門
一

」
と
あ
り
、
蕃
客
が
儀
礼
の
場
に
入
る
の
に
た
い
し
て
、
隼
人

は
一
貫
し
て
主
た
る
儀
礼
の
場
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
隼
人
に
は
「
入
」
と
い
う
行
動
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
隼
人
は
朝
堂
内
の
諸
儀

礼
の
意
義
に
か
か
わ
る
主
た
る
構
成
要
素
と
い
う
よ
り
は
、
あ
え
て
い
う
な
ら
儀
礼
に
お
け
る
舞
台
装
置
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。

　

大
儀
の
う
ち
、
②
即
位
儀
は
参
列
者
が
官
人
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
百
姓
支
配
の
現
出
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
儀
礼
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
で
も
隼
人
を
夷
狄
と
す
る
要
素
は
検
出
で
き
な
い
。
③
蕃
客
入
朝
は
蕃
客
が
参
列
し
た
場
合
の
元
日
朝
賀
に
ほ
ぼ
等
し
い
儀
礼
空
間
を

構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
儀
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
内
容
に
は
、
隼
人
が
夷
狄
で
あ
る
こ
と
を
示
す
要
素
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ま
で

隼
人
司
式
①
大
儀
条
の
「
蕃
客
入
朝
。
不
レ

在
二

吠
限
一

」
が
注
目
さ
れ
、
蕃
客
と
空
間
を
同
じ
く
す
る
場
合
の
吠
声
停
止
の
意
味
が
問
わ

れ
て
き
た
が
、「
蕃
客
入
朝
。
天
皇
不
二

臨
軒
一

者
不
レ

陣
」
と
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
③
蕃
客
入
朝
儀
礼

の
場
合
、
天
皇
が
儀
礼
の
場
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
吠
声
が
発
せ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
諸
隼
人
自
体
が
儀
礼
空
間
に
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
隼
人
は
最
初
か
ら
中
華
世
界
の
構
成
要
素
た
り
え
な
い
。
中
華
世
界
の
現
出
と
か
か
わ
ら
な
い
吠
声
は
、
夷
狄
と
し
て

の
属
性
を
示
す
と
は
い
え
な
い
。

　

（2）
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
隼
人
司
式
②
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
践
祚
大
甞
日
。
分
二

陣
応
天
門
内
左
右
一

。
其
群
官
初
入
発
レ

吠
。
悠
紀
入
官
人
并
弾
琴
。
吹
笛
。
撃
百
子
。
拍
手
。
歌
儛
人
等
。

弾
琴
二
人
。
吹
笛
一
人
。
撃
百
子
四

人
。
拍
手
二
人
。
歌
二
人
。
儛
二
人
。従
二

興
禮
門
一

参
二

入
御
在
所
屏
外
一

。
北
向
立
奏
二

風
俗
歌
儛
一

。
主
基
入
亦
准
レ

此
。

　

大
嘗
祭
は
形
式
の
上
で
は
悠
紀
・
主
基
二
国
の
国
司
・
郡
司
・
百
姓
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
卜
定
さ
れ
た
悠
紀
・
主
基
二
国
の
百
姓
は

全
国
の
百
姓
を
象
徴
す
る
。
そ
し
て
、
全
官
人
・
百
姓
が
天
皇
に
進
上
す
る
収
穫
稲
を
中
核
と
し
た
祭
祀
を
媒
介
に
し
て
、
新
天
皇
と
全
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

一
七

官
人
・
百
姓
の
支
配
服
属
関
係
を
ふ
く
む
擬
制
的
共
同
体
（
良
人
共
同
体
）
を
あ
ら
た
め
て
再
生
産
す
る
た
め
の
祭
儀
で
あ
る
。
大
嘗
祭

に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
は
、「
応
天
門
の
内0

」
に
分
陣
し
て
、
群
官
入
場
の
さ
い
吠
声
を
発
し
、
風
俗
歌
舞
を
奏
上
す
る
こ
と
で
あ
る
。

大
儀
で
は
「
応
天
門
の
外0

」
に
分
陣
し
た
の
に
た
い
し
て
、
大
嘗
会
で
は
「
応
天
門
の
内0

」
に
分
陣
す
る
。
こ
れ
は
、
大
儀
で
は
隼
人
は

儀
礼
の
主
た
る
構
成
要
素
で
は
な
い
の
に
た
い
し
て
、 

大
嘗
祭
で
は
祭
儀
の
構
成
要
素
に
も

0

0

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

大
嘗
祭
で
現
出
さ
れ
る
の
は
、
良
人
共
同
体
の
首
長
た
る
天
皇
の
存
在
で
あ
り
、
国
家
機
構
の
首
長
た
る
天
皇
の
姿
を
現
出
す
る
に
と

ど
ま
る
即
位
儀
を
補
完
す
る
意
味
を
も
つ
。
大
嘗
祭
で
奏
上
さ
れ
る
歌
舞
は
悠
紀
・
主
基
二
国
の
国
風
、
国
栖
の
古
風
、
隼
人
の
風
俗
歌

舞
で
あ
る
。
悠
紀
・
主
基
は
内
国
百
姓
の
天
皇
に
た
い
す
る
服
属
を
象
徴
し
、
国
栖
の
古
風
は
そ
の
服
属
が
「
神
武
天
皇
」
に
ま
で
、
隼

人
の
風
俗
歌
舞
は
そ
の
服
属
が
神
代
に
ま
で
遡
及
す
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
歌
舞
は
天
皇
の
国
土
と
百
姓
に
た
い
す
る
支
配
の
、
空

間
的
・
時
間
的
な
広
が
り
を
現
出
す
る
意
味
を
も
つ
。
隼
人
は
天
皇
支
配
の
時
間
的
広
が
り
を
示
す
た
め
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
吠
声
は
「
其
群
官
初
入
発
レ

吠
」（
隼
人
司
式
⑤
）
と
あ
る
よ
う
に
、
群
官
入
場
に
さ
い
し
て
発
せ
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
大

儀
と
同
様
の
意
味
を
も
つ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
嘗
祭
は
化
外
を
も
ふ
く
め
た
中
華
世
界
の
現
出
と
は
か
か
わ
ら
な
い
。

　

（3）
行
幸
は
律
令
制
以
前
に
お
け
る
大
王
の
行
幸
を
継
承
す
る
側
面
を
も
つ
。
か
つ
て
、
①
行
幸
の
場
は
在
地
首
長
の
権
能
を
大
王
に
委

譲
す
る
服
属
儀
礼
で
も
あ
り
、
②
在
地
首
長
か
ら
委
譲
さ
れ
た
権
能
を
国
見
・
国
讃
め
・
狩
猟
・
征
旅
な
ど
を
つ
う
じ
て
大
王
み
ず
か
ら

確
認
・
行
使
し
た（

24
）。

行
幸
は
、
良
人
共
同
体
あ
る
い
は
国
家
機
構
の
首
長
た
る
天
皇
の
存
在
を
大
内
裏
・
朝
堂
以
外
の
場
で
現
出
す
る

た
め
の
儀
礼
で
あ
る
。
行
幸
に
お
け
る
隼
人
の
供
奉
・
吠
声
は
、
す
で
に
論
じ
た

（1）
大
儀
、

（2）
大
嘗
祭
に
お
け
る
分
陣
・
吠
声
と
同
一
の

意
味
を
も
ち
、
そ
の
一
分
枝
と
考
え
ら
れ
る
。
番
上
隼
人
・
今
来
隼
人
が
仕
奉
し
、
吠
声
は
今
来
隼
人
の
み
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
中
華
世

界
と
の
か
か
わ
り
は
抽
出
で
き
な
い
。

　

（4）
官
人
進
薪
儀
礼
（
御
薪
儀
礼
）

　

官
人
進
薪
儀
礼
は
一
位
か
ら
初
位
ま
で
す
べ
て
の
官
人
が
薪
を
収
め
る
儀
礼
で
あ
る
。課
役
を
納
め
な
い
官
人
の
唯
一
の
貢
納
で
あ
り
、

天
皇
に
直
接
納
め
る
と
い
う
形
式
を
も
つ
よ
う
に
、
官
人
は
主
殿
寮
に
直
接
入
場
し
て
進
薪
す
る
。
薪
を
貢
上
す
る
ほ
ど
の
奴
僕
に
も
近
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似
す
る
隷
属
を
天
皇
に
誓
約
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
い
う（ 

25
）。

隼
人
司
式
⑧
で
は
隼
人
司
史
生
と
大
衣
に
率
い
ら
れ
た
今
来
隼
人
の

み
が
仕
奉
す
る
。
隼
人
は
吠
声
を
発
す
る
の
み
で
あ
る
。
進
薪
儀
礼
は
対
象
が
官
人
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
官
人
に
限
定
さ
れ
る
国
家
機

構
の
首
長
と
し
て
の
天
皇
に
か
か
わ
る
儀
礼
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
中
華
世
界
の
現
出
と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
。

　

（5）
竹
器
・
油
絹
造
進
の
う
ち
竹
器
に
つ
い
て
は
、
隼
人
司
式
⑭
に
「
応
レ

供
二

大
甞
会
一

竹
器
」
と
あ
り
、
大
嘗
祭
に
か
か
わ
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
大
嘗
祭
が
現
出
す
る
世
界
は
、
既
述
の
よ
う
に
百
姓
支
配
と
神
代
・
神
武
と
い
う
空
間
的
・
時
間
的
広
が
り
で
あ
る
か

ら
、
少
な
く
と
も
中
華
世
界
と
は
む
す
び
つ
か
な
い
。

　

以
上
、
諸
儀
礼
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
は
、
中
華
世
界
の
現
出
と
か
か
わ
る
要
素
は
見
出
せ
な
い
。
吠
声
も
夷
狄
の
性
格
か
ら
は
説
明

し
え
な
い
。
武
田
佐
知
子
氏
は
、
延
喜
隼
人
司
式
は
夷
狄
と
し
て
の
隼
人
の
参
列
が
蕃
客
入
朝
と
い
う
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
し
た
が
、
天
皇
が
臨
御
し
な
け
れ
ば
分
陣
せ
ず
、
儀
礼
の
主
た
る
場
に
入
る
こ
と
の
な
い
隼
人
は
、
儀
礼
本
来
の
意
味

に
か
か
わ
る
構
成
要
素
で
は
な
い
。

第
二
節	

隼
人
の
装
束
と
中
華
世
界

　

儀
礼
に
お
け
る
隼
人
の
装
束
に
異
民
族
や
夷
狄
の
性
格
を
み
る
説
が
最
近
で
も
な
お
有
力
で
あ
る
。
隼
人
司
式
①
大
儀
条
は
、
大
儀
に

お
け
る
装
束
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

其
官
人
著
二

当
色
横
刀
一

。
大
衣
及
番
上
隼
人
著
二

当
色
横
刀
一

。
白
赤
木
綿
。
耳
形
鬘
。
自
余
隼
人
皆
著
二

大
横
布
衫
。

襟
袖
著
二

両
面
襴
一

布
袴
。

著
二
両

面
襴
一

緋
帛
肩
巾
。
横
刀
。
赤
白
木
綿
。
耳
形
鬘
一

。
番
上
隼
人
已

上
横
刀
私
備

執
二

楯
槍
一

並
坐
二

胡
床
一

。

　

こ
こ
に
み
え
る
装
束
は
、
隼
人
司
式
⑤
に
「
大
儀
及
行
幸
給
二

装
束
一

者
」
と
あ
る
こ
と
、
同
式
に
大
嘗
祭
・
進
薪
儀
礼
に
お
け
る
装

束
規
定
が
み
え
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
各
儀
礼
に
お
け
る
大
衣
と
番
上
・
今
来
・
白
丁
の
各
隼
人
の
装
束
は
、
こ
の
規
定
と
同
じ
と
考
え

ら
れ
る
。
中
村
明
蔵
氏
は
、
こ
こ
に
み
え
る
強
制
さ
れ
た
異
装
・
異
俗
は
隼
人
を
異
民
族
と
し
て
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
天
皇
の
権

威
を
高
め
る
役
割
を
は
た
し
た
と
し
、
と
り
わ
け
緋
色
の
領
布
は
隼
人
以
外
に
類
例
が
な
い
と
し
た（

26
）。

武
田
佐
知
子
氏
は
、
大
衣
・
番
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

一
九

上
隼
人
は
官
人
対
象
の
「
当
色
朝
服
」
を
着
用
し
官
僚
制
の
最
末
端
に
つ
い
て
い
る
こ
と
を

可
視
的
に
表
現
し
な
が
ら
も
、
南
西
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
に
み
ら
れ
る
「
裹
頭
」
の
系
統

を
引
く
と
も
さ
れ
る
「
白
・
赤
木
綿
の
耳
形
鬘
」
の
着
用
に
よ
っ
て
、
民
族
的
同
化
を
果
た

し
て
い
な
い
こ
と
の
象
徴
と
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
来
隼
人
・
白
丁
隼
人
は
形
態
的

に
は
律
令
国
家
の
体
制
内
的
な
衫
・
袴
を
着
用
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
施
さ
れ
て
い

る
隼
人
以
外
に
は
例
の
な
い
「
大
横
」
は
、
衫
の
襟
・
袖
や
袴
に
施
さ
れ
て
い
る
別
布
の
「
襴
」

と
と
も
に
、
隼
人
の
民
族
と
し
て
の
指
標
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
装
束

の
分
析
結
果
を
前
提
に
、
武
田
氏
は
今
来
隼
人
・
白
丁
隼
人
の
装
束
は
、
大
衣
・
番
上
隼
人

と
は
一
線
を
画
し
た
形
で
、
王
化
に
浴
さ
な
い
夷
狄
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
す
る
。

鈴
木
拓
也
氏
も
、
番
上
隼
人
の
装
束
は
官
人
に
近
い
が
、
今
来
隼
人
の
装
束
は
夷
狄
と
し
て

の
性
格
が
強
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
は
た
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
来
隼
人
・
白
丁
隼
人
に
共
通
す
る
衫
・
袴
は
、
第
3
表
（
次
頁
）
の
衣
服
の
項
目
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、他
の
大
嘗
祭
参
列
者
の
装
束
で
も
あ
る
。
武
田
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、衫
・

袴
自
体
は
律
令
国
家
の
体
制
内
の
衣
服
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
隼
人
＝
夷
狄
説
の
根
拠
に
は

な
ら
な
い
。
領
布
（
肩
巾
）
は
ど
う
か
。
緋
色
の
領
布
は
確
か
に
隼
人
し
か
例
は
な
い
。
し

か
し
、
領
布
自
体
は
呪
力
を
も
つ
装
束
と
し
て
古
代
に
は
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
。
①
『
日

本
書
紀
』
天
武
十
一
年
（
六
八
二
）
三
月
辛
酉
条
、
②
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）

四
月
丙
寅
条
か
ら
は
、
采
女
の
一
般
的
装
束
と
し
て
領
布
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
福
島
千
賀

子
氏
は
、③
大
殿
祭
の
祝
詞
の
「
比
礼
懸
伴
緒
」、六
月
大
祓
の
祝
詞
の
「
比
礼
懸
伴
緒
」
か
ら
、

古
代
は
男
女
と
も
に
領
布
を
着
し
た
と
す
る
。
肩
巾
（
領
布
）
は
男
女
に
共
通
す
る
装
束
で

- 1 -

第１表 蝦夷の単独朝貢、内附・内属記事

応神三年十月癸酉「東蝦夷悉朝貢 」。

舒明九年是歳「蝦夷不朝」で蝦夷が朝貢すべき存在。

皇極元年九月癸酉「越邊蝦夷、數千内附 」。

大化二年正月是月「蝦夷親附 」。

斉明四年七月甲申「蝦夷二百餘詣闕朝獻。饗賜贍給有加於常 」。

（数字は人数を示す）第２表 延喜式における隼人の仕奉

考備人隼係関奉仕名式儀係関

「蕃客入朝。天皇不臨軒者不陣」( ) 元日・即位 分陣 番上 ・今来 ・白丁 23102021
「 蕃客入朝。不吠」蕃客入朝 吠声 今来 （吠声は今来隼人）20

( ) 践祚大嘗祭 分陣・歌舞 弾琴２・吹笛２・撃百子４・ 隼人の分類紀さず2
・吠声 拍手２、歌２舞２ 吠声の隼人の分類不明

( ) 行幸 供奉 番上 ・今来 国界・山川道路の曲で吠声0143
。 。しな声吠幸近声吠は宿経来今声吠 10

( ) 御薪 吠声 今来（人数記載なし）4
( ) 年料・大嘗 竹器・油絹 作手隼人 （兵部省式） 年料竹器、毎年造進油絹025

」笠竹作造「令老養絹油進造作造料祭 2

（今来隼人の大儀と比較）第３表 大嘗祭における参列者の装束

今来隼人 神祇官 神祇官史生以 内親王 門部 物部 国栖

（大儀） 官人 下雑任 女官 語部 楢笛工

衣服 大横布衫 榛藍摺綿袍 青摺布衫 青摺袍 青摺布衫 紺布衫 青摺布衫

）紐結（袴白袴布

鬘 赤白木綿鬘 木綿鬘あり 日陰鬘 木綿 日陰鬘、

鬘

他 緋帛肩巾 神部・神服長 神楯戟

横刀 は賢木

楯槍
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

二
〇

あ
り
、
緋
色
は
「
辟
邪
」
の
た
め
の
呪
的
な
色
彩
で
あ
っ
た
と
す
る（

27
）。

こ
れ
を
も
っ
て
異
民
族
の
指
標
や
夷
狄
の
装
束
と
す
る
の
は
飛

躍
で
あ
ろ
う
。
領
布
の
緋
色
は
色
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
ず
、
夷
狄
の
属
性
と
は
で
き
な
い
。

　

隼
人
の
民
族
的
指
標
で
あ
り
、
夷
狄
の
表
現
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
「
大
横
」
は
ど
う
か
。
武
田
氏
は
「
大
横
」
は
隼
人
司
式
⑤
大
儀

装
束
条
に
「
摺
大
横
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
摺
染
」
の
こ
と
だ
と
す
る
。
し
か
し
、『
政
事
要
略
』
巻
六
十
七
「
糾
弾
雑
事
」
の
「
男
女

衣
服
并
資
用
雑
物
」
所
引
の
弾
正
式
に
は
「
摺
染
成
レ

文
衣
袴
者
。
並
不
レ

得
二

着
用
一

。
但
縁
二

公
事
一

所
レ

着
。
并
婦
女
衣
裾
不
レ

在
二

禁

限
一

」（
延
喜
弾
正
台
式
で
は
「
摺
染
」
は
「
揩
染
」）
と
あ
り
、
摺
染
は
「
婦
女
」
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も

官
人
・
男
性
は
通
常
禁
止
で
も
「
公
事
」
＝
朝
庭
儀
礼
で
は
禁
止
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
摺
染
」
だ
と
し
て
も
隼
人
固
有
の
装
束

と
は
い
え
な
い
。
武
田
氏
が
「
摺
大
横
」
と
同
様
に
、
隼
人
固
有
の
装
束
と
す
る
「
襴
」
も
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
三
年
（
六
八
四
）
閏

四
月
丙
戌
条
に
よ
れ
ば
、
男
女
と
も
に
「
襴
」
を
つ
け
る
場
合
が
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
十
二
月
辛
丑
条
に
よ
れ

ば
、无
位
の
朝
服
に
「
襴
衣
」
を
着
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
延
喜
兵
部
省
式
に
も
「
凡
武
官
五
位
已
上
朝
服
。
皆
聴
レ

著
レ

襴
。

但
立
レ

仗
日
不
レ

須
」
と
あ
り
、
武
官
の
襴
着
用
の
こ
と
を
規
定
す
る
。「
襴
」
も
隼
人
固
有
の
装
束
と
は
い
え
な
い
。

　

さ
ら
に
、
武
田
氏
は
、
官
人
の
末
端
に
つ
ら
な
る
大
衣
・
番
上
隼
人
と
今
来
隼
人
・
白
丁
隼
人
に
共
通
す
る
「
赤
・
白
木
綿
耳
形
鬘
」

も
隼
人
の
民
族
的
表
象
と
し
た
。
し
か
し
、
第
3
表
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
鬘
自
体
は
隼
人
だ
け
が
着
す
る
わ
け
で
は
な
い
。『
万
葉
集
』

の
「
肥
人
の
額ひ

た
が
み髪

結
へ
る
染し

め
ゆ
う

木
綿
の
染
み
に
し
心
我
忘
れ
め
や
」（
二
四
九
六
）
と
い
う
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
る
ほ
ど
、
隼
人
の
耳
形
鬘
は

象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
染
み
に
し
」
と
あ
る
よ
う
に
「
赤
・
白
」
の
色
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
形
態
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
民
族
の
固
有
の
表
象
と
し
た
り
、
夷
狄
の
属
性
に
か
か
わ
る

と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
番
上
隼
人
の
装
束
が
官
人
の
そ
れ
に
近
い
の
に
対
し
て
、
今
来
隼
人
の
装
束
は
夷
狄
の
性
格
が
強
い

と
す
る
鈴
木
拓
也
氏
の
見
解
も
、
両
者
の
装
束
の
差
異
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
今
来
隼
人
・
白
丁

隼
人
の
装
束
で
民
族
的
固
有
性
や
夷
狄
の
性
格
を
示
す
と
さ
れ
た
諸
特
徴
は
、
装
束
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
ず
、
民
族
的
固
有
性
を

示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

二
一

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、『
延
喜
式
』
の
諸
儀
礼
中
に
お
い
て
、
隼
人
の
仕
奉
は
中
華
世
界
と
は
か
か
わ
り
を
も
た
ず
、
装
束
に
も
夷
狄

と
し
て
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
諸
儀
礼
中
に
お
け
る
隼
人
の
存
在
意
義
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。『
延
喜
式
』
の
構
造
は
八
世
ま
で
遡
及
し
う
る
の
か
。
そ
の
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
。

第
三
章	

隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
批
判
」	

第
一
節	

今
来
隼
人
と
八
世
紀
の
隼
人

　

諸
儀
礼
に
お
け
る
隼
人
が
、
中
華
世
界
の
現
出
と
直
接
か
か
わ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
隼
人
の
存
在
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
と
い
え
る
の
か
。

ま
た
、『
延
喜
式
』
の
隼
人
の
仕
奉
内
容
は
八
世
紀
段
階
ま
で
遡
及
し
う
る
の
か
。
八
世
紀
段
階
も
ふ
く
め
隼
人
の
存
在
意
義
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
『
延
喜
式
』
の
隼
人
と
八
世
紀
の
隼
人
支
配
と
の
関
係
、
お
よ
び
隼
人
の
諸
儀
礼
に
お
け
る
存
在
意
義
を
解
明

す
る
た
め
の
鍵
を
握
る
の
は
、
隼
人
司
式
に
み
え
る
今
来
隼
人
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
今
来
隼
人
は
鈴
木
拓
也
氏

に
よ
っ
て
八
世
紀
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
系
譜
を
引
く
こ
と
が
、
は
じ
め
て
実
証
的
に
確
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

鈴
木
氏
は
、『
日
本
後
紀
』
大
同
三
（
八
〇
八
）
年
十
二
月
壬
子
条
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
、
大
同
四
年
正
月
七
日
官
符
で
は
、

（A）
「
定

額
隼
人
」
の
欠
員
が

（B）
「
畿
内
隼
人
」（
京
畿
隼
人
）
で
補
充
さ
れ
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
時
服
・
禄
・
粮
の
支
給
額
を
み
る
と
、

（B）
畿
内
隼
人
よ
り
補
充
前
の

（A）
定
額
隼
人
の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

（A）
「
定
額
隼
人
」
と

（B）
「
京
畿
隼
人
」
の
系
譜
的
断

絶
性
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
こ
の

（A）
「
定
額
隼
人
」
と

（B）
「
京
畿
隼
人
」
の
給
禄
規
定
に
み
え
る
差
異
は
、
延
喜
隼
人
司
式
⑪
の
今
来

時
服
条
・
⑫
死
亡
条
に
み
え
る
（A'）
今
来
隼
人
と

（B'）
畿
内
隼
人
の
差
異
に
等
し
い
こ
と
か
ら
、

（A）
定
額
隼
人
＝

（A'）
今
来
隼
人
で
あ
る
と
し

た
。
そ
し
て
、「
今
来
」
は
「
新
漢
人
」
の
例
か
ら
す
れ
ば
、そ
れ
以
前
の
移
住
者
に
た
い
す
る
新
た
な
移
住
者
の
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
来
隼
人
は
す
で
に
七
世
紀
後
半
に
畿
内
に
移
住
し
て
い
た
阿
多
・
大
隅
隼
人
に
た
い
す
る
呼
称
で
あ
る
と
し
た
。以
上
の
こ
と
か
ら
、『
延

喜
式
』
に
み
え
る
今
来
隼
人
は
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
に
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
上
京
が
停
止
さ
れ
て
以
後
、
な
お
抑
留
さ
れ
た
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

二
二

大
隅
・
薩
摩
隼
人
の
一
部
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
上
京
停
止
以
後
で
も
、
吠
声
は
こ
れ
以
前
に
移
住
し
て
い
た
畿
内
隼
人
で
は
代
替
不
可

能
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
呪
力
が
大
き
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
吠
声
の
必
要
性
か
ら
、
大
隅
・
薩
摩
隼
人
の
一
部
を
抑
留
し
今
来
隼
人
と

し
た
と
す
る
。
と
す
る
と
、『
延
喜
式
』
に
お
い
て
今
来
隼
人
が
担
う
仕
奉
内
容
は
、
八
世
紀
に
遡
及
し
う
る
と
し
て
大
過
な
い
。『
延
喜

式
』
に
お
い
て
今
来
隼
人
が
吠
声
の
仕
奉
を
す
る
儀
礼
で
は
、
天
武
期
以
後
移
住
し
た
隼
人
を
ふ
く
め
諸
隼
人
に
よ
る
仕
奉
が
八
世
紀
段

階
で
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

（1）
元
日
朝
賀
・
即
位
・
蕃
客
入
朝
の
大
儀
、

（2）
大
嘗
祭
、

（3）
行
幸
、

（4）

御
薪
（
進
薪
）
儀
礼
で
は
、
ほ
ぼ
『
延
喜
式
』
ど
お
り
の
仕
奉
が
想
定
さ
れ
る
。

（5）
竹
器
・
油
絹
造
進
の
う
ち
、
竹
器
に
つ
い
て
は
職
員

令
60
隼
人
司
条
の
「
造
二

作
竹
笠
一

事
」
に
よ
り
、
八
世
紀
ま
で
遡
及
が
可
能
で
あ
る（

29
）。

　

ま
た
、『
延
喜
式
』
に
み
え
る
諸
隼
人
は
、

（A）
大
衣
・

（B）
番
上
隼
人
・

（C）
今
来
隼
人
・

（D）
白
丁
隼
人
・

（E）
作
手
隼
人
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
区
分
は
八
世
紀
ま
で
遡
及
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

（A）
大
衣
は
初
見
が
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）
六
月
壬
子
条
「
山

城
國
人
右
大
衣

0

0

0

阿
多
隼
人
逆
足
賜
姓
阿
多
忌
寸
」
で
あ
り
、
八
世
紀
段
階
で
存
在
し
た
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
大
衣
の
職
掌
自
体
は
八

世
紀
に
遡
及
し
う
る
可
能
性
が
高
い
。
隼
人
司
式
⑨
に
よ
れ
ば
、
大
衣
は
「
譜
代
内
」
か
ら
選
ば
れ
、「
教
二

導
隼
人
一

。
催
二

造
雑
物
一

。

候
レ

時
令
レ

吠
」を
職
掌
と
し
た
。
こ
の
一
部
は
職
員
令
隼
人
司
条「
教
二

習
歌
舞
一

。
造
二

作
竹
笠
一

事
」に
つ
な
が
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』

天
武
十
四
年
（
六
八
五
）
六
月
甲
午
に
は
「
大
隅
忌
寸
」
改
賜
姓
記
事
が
あ
り
、
古
事
記
（
天
孫
降
臨
段
）
に
は
「
隼
人
阿
多
君

0

0

0

之
祖
」

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
九
月
丙
寅
に
は
、
天
武
の
殯
宮
で
「
大
隅
。
阿
多
隼
人
」
が
誄
を
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
み
て
、
天
武
・
持
統
期
に
畿
内
の
大
隅
・
阿
多
の
隼
人
の
移
住
が
す
す
め
ら
れ
、
畿
内
に
お
け
る
大
隅
隼
人
・
阿

多
隼
人
の
統
括
者
は
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（B）
番
上
隼
人
は
ど
う
か
。
職
員
令
60
隼
人
司
条
の
義
解
に
は「
謂
。
隼
人
者
。
分
番
上
下
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
番
上
隼
人
」
の
呼
称
の
存
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
番
上
の
対
象
と
な
る
近
畿
隼
人
が
八
世
紀
に
は
存
在
し
た
こ
と

は
推
定
さ
れ
て
よ
い
。
同
様
に
、職
員
令
60
隼
人
司
条
の「
造
二

作
竹
笠
一

事
」か
ら
（E）

作
手
隼
人
に
類
す
る
存
在
も
八
世
紀
に
遡
及
し
う
る
。

　

八
世
紀
に
お
け
る
隼
人
の
儀
礼
へ
の
関
与
が
ほ
ぼ
『
延
喜
式
』
ど
お
り
と
す
る
と
、
隼
人
の
儀
礼
に
お
け
る
存
在
や
竹
器
造
進
は
、
八
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

二
三

世
紀
段
階
で
も
中
華
世
界
の
現
出
や
夷
狄
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
鈴
木
拓
也
氏
は
、『
延
喜
式
』

の
（C）
白
丁
隼
人
は
、
八
世
紀
に
お
い
て
上
京
し
て
い
た
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
存
在
を
、
両
国
隼
人
の
上
京
制
停
止
以
後
近
畿
隼
人
が

代
替
し
た
も
の
と
す
る
。
明
言
は
し
て
い
な
い
も
の
の
鈴
木
氏
の
見
解
の
枠
組
で
は
、
白
丁
隼
人
は
今
来
隼
人
と
と
も
に
上
京
停
止
以
後

の
矮
小
化
さ
れ
た
中
華
思
想
の
充
足
に
か
か
わ
る
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
白
丁
隼
人
は
か
つ
て
の
上
京
し
た
大
隅
・
薩

摩
両
国
隼
人
の
系
譜
を
引
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

鈴
木
氏
の
論
拠
は
、

（1）
八
世
紀
に
お
け
る
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
上
京
数
は
お
よ
そ
二
〇
〇
～
三
〇
〇
人
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
る

と
『
延
喜
式
』
中
の
今
来
隼
人
の
定
数
は
二
〇
人
と
少
な
す
ぎ
る
が
、
両
者
の
合
計
の
一
五
二
人
と
い
う
数
字
は
そ
れ
に
比
べ
て
遜
色
が

な
い
こ
と
、

（2）
今
来
隼
人
と
白
丁
隼
人
の
装
束
は
同
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
氏
の
論
拠
を
検
討
し
よ
う
。

（1）
今
来
隼
人
の
人
数
の

少
な
い
と
い
う
観
点
は
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
上
京
の
第
一
義
的
意
味
を
朝
貢
に
求
め
る
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
朝
貢
が
第
一
義

で
な
く
本
来
吠
声
の
仕
奉
が
本
義
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
儀
礼
上
の
今
来
隼
人
の
人
数
は
二
〇
人
で
も
問
題
な
い
。

（2）
の
今
来
隼
人
と

白
丁
隼
人
の
儀
礼
上
に
お
け
る
装
束
が
同
じ
な
の
は
、
装
束
に
付
随
す
る
機
能
・
役
割
が
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
て
の
大
隅
・

薩
摩
両
国
隼
人
と
い
う
辺
境
人
の
立
場
を
代
替
し
て
い
る
と
す
る
根
拠
は
薄
弱
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
有
位
と
無
位
の
官
人
が
百
姓
に

対
峙
す
る
と
い
う
身
分
上
の
構
造
を
前
提
と
す
る
な
ら（

30
）、「

白
丁
」
は
「
番
上
」
と
区
別
す
る
た
め
に
創
出
さ
れ
た
呼
称
と
い
え
よ
う
。

か
つ
て
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
機
能
を
代
替
も
し
く
は
継
承
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
白
丁
」
は
適
切
な
呼
称
と
は
い
え
な
い
。
今

来
隼
人
・
白
丁
隼
人
に
共
通
す
る
装
束
の
機
能
こ
そ
が
白
丁
隼
人
の
仕
奉
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
装
束
が
中
華
世
界
に
か

か
わ
ら
な
い
こ
と
は
既
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
節	

隼
人
と
天
皇
守
護

　

隼
人
の
役
割
が
中
華
世
界
と
の
か
か
わ
り
や
、
夷
狄
の
存
在
を
現
出
す
る
こ
と
に
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
も
つ
意
味
は
何
な
の
か
。
隼

人
の
吠
声
や
装
束
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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人
文
学
報	

第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

二
四

　

ま
ず
、
吠
声
に
夷
狄
の
性
格
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
研
究
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
な
い
。
今
来
隼
人
が
八

世
紀
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
系
譜
を
引
く
と
す
る
と
、
両
国
隼
人
の
主
要
な
役
割
は
吠
声
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
延
喜
隼
人
司
式

⑨
に
は
、「
凡
大
衣
者
。
択
二

譜
第
内
一

。
置
二

左
右
各
一
人
一

。
大
隅
為
レ
左
。

阿
多
為
レ
右
。
教
二

導
隼
人
一

。
催
二

造
雑
物
一

。
候
レ

時
令
レ

吠
。
若
有
レ

闕
者

申
レ

省
。
省
即
申
レ

官
補
之
」
と
あ
り
、
大
衣
の
仕
奉
は

（A） 

「
教
二

導
隼
人
一

」、
（B） 

「
催
二

造
雑
物
一

」、
（C）
「
候
レ

時
令
レ

吠
」
で
あ
っ
た
。

（C）
「
候
時
令
吠
」
が
儀
礼
に
お
け
る
吠
声
発
生
の
指
示
だ
と
す
る
と
、（A）
「
教
導
隼
人
」
に
は
風
俗
歌
舞
や
吠
声
の
教
習
（
隼
人
司
式
⑦
）

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、  

職
員
令
60
隼
人
司
条
に
み
え
る
職
掌
は
、「
検
二

校
隼
人
一

。
及
名
帳
。
教
二

習
歌
舞
一

。
造
二

作

竹
笠
一

事
。」
で
あ
り
、
吠
声
の
教
習
の
こ
と
は
み
え
な
い
。
当
条
集
解
に
古
記
は
な
い
も
の
の
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
上
京
制
成

立
後
の
養
老
令
に
吠
声
の
教
習
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
大
宝
令
制
段
階
で
も
隼
人
の
吠
声
教
習
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
「
隼
人
の
名
に
負
う

夜
声
」
の
歌
が
あ
る
の
で
、
八
世
紀
に
隼
人
の
吠
声
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
隼
人
の
吠
声
は
大
宝
令
制
定
後

の
い
つ
の
時
点
で
制
度
化
さ
れ
る
の
か
。

　

職
員
令
60
隼
人
司
条
の
集
解
に
は
「
古
辞
云
。
薩
摩
大
隅
等
国
人
。
初
捍
。
後
服
也
。
諾
請
云
。
已
為
レ

犬
。
奉
二

仕
人
君
一

者
。
此
則

名
二

隼
人
一

耳
」
と
あ
る
。
薩
摩
・
大
隅
両
国
の
人
が
反
乱
を
起
こ
し
た
後
に
服
属
し
、
犬
と
し
て
人
君
（
天
皇
）
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
を
隼
人
と
名
づ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
吠
声
成
立
の
事
情
が
集
約
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
は
、
文
武
四
年

（
六
九
九
）
の
覓
国
使
剽
劫
事
件
以
降
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
で
抵
抗
・
反
乱
が
し
き
り
に
起
こ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
両
国
住
人
を
隼
人

と
し
吠
声
を
強
制
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
の
日
向
（
の
ち
の
大
隅
）・
薩
摩
隼
人
入
朝
の
さ
い
に
吠
声
の
仕

奉
と
そ
れ
に
と
も
な
う
上
京
朝
貢
制
が
制
度
化
さ
れ
た
経
緯
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
十
段
本
文
に
は
、「
吾

將
レ

爲
二

汝
俳
優
之
民
一

」
と
あ
る
が
、
吠
声
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
同
段
第
四
の
一
書
で
は
「
俳
優
之
民
」
は
「
其
溺
苦
之

状
」
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
歌
舞
に
か
か
わ
る
。
し
か
し
、「
俳
優
之
民
」
た
る
こ
と
を
誓
約
し
た
火
闌
降
命
を
「
即
吾
田
君

0

0

0

小
橋
等

之
本
祖
也
」と
す
る
が
、こ
れ
と
吠
声
と
は
か
か
わ
ら
せ
て
は
い
な
い
。
少
な
く
と
も
阿
多
隼
人
に
は
吠
声
が
か
か
わ
ら
な
い
。『
古
事
記
』
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

二
五

海
幸
・
山
幸
の
段
に
は
、 

隼
人
は
天
皇
の
「
昼
夜
之
守
護
人
而
仕
奉
。
故
、
至
レ

今
、
其
溺
時
之
種
々
之
態
、
不
レ

絶
仕
奉
也
」
と
あ
り
、

『
古
事
記
』
に
お
け
る
隼
人
も
守
護
人
と
歌
舞
の
仕
奉
の
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、吠
声
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
日
本
書
紀
』

に
吠
声
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
か
所
の
み
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
十
段
第
二
の
一
書
の
し
か
も
「
一
云
」
に
「
狗
人

0

0

。

（
中
略
）
是
以
火
酢
芹
命
苗
裔
諸
隼
人
等
。
至
レ

今
不
レ

離
二

天
皇
宮
墻
之
傍
一

。
代
吠
狗

0

0

而
奉
事
者
矣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
は
な

く
、
一
書
の
、
し
か
も
そ
の
「
一
云
」
に
し
か
吠
声
の
記
述
が
な
い
こ
と
は
、
隼
人
の
吠
声
が
『
日
本
書
紀
』
成
立
の
こ
ろ
に
新
規
に
制

度
化
さ
れ
た
仕
奉
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
職
員
令
60
隼
人
司
条
の
集
解
の
「
古
辞
云
」
が
吠
声
を
大
隅
・
薩
摩

両
国
隼
人
の
反
乱
後
に
成
立
し
た
と
す
る
の
と
ま
さ
し
く
符
合
す
る
。
吠
声
は
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
固
有
の
仕
奉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
吠
声
を
発
す
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
天
皇
の
呪
的
守
護
に
あ
る
。
吠
声
が
発
せ
ら
れ
る
の
は
、

儀
礼
の
場
に
官
人
が
入
場
す
る
さ
い
、
主
殿
寮
の
進
薪
儀
礼
で
官
人
が
進
薪
を
開
始
す
る
さ
い
、
行
幸
の
列
が
国
界
・
山
川
道
路
の
曲
に

さ
し
か
か
っ
た
さ
い
、
で
あ
る
。
国
界
に
は
通
行
者
を
生
命
の
危
機
に
お
と
し
入
れ
る
よ
う
な
「
荒
ぶ
る
神
」
が
存
在
す
る
考
え
ら
れ
て

い
た
。
実
例
と
し
て
は
、
筑
後
国
風
土
記
逸
文
筑
後
国
号
条
に
み
え
る
国
界
の
「
麁
猛
神
」、『
古
事
記
』
日
本
武
尊
の
段
に
み
え
る
信
濃

と
美
濃
と
の
間
（
東
山
道
御
坂
峠
）
の
「
荒
ぶ
る
神
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
八
十
隈
坂
は
山
の
曲
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は

「
手
向
け
」
す
る
場
で
も
あ
る
（『
万
葉
集
』
一
三
一
）。
道
の
隈
（
曲
）
は
標
を
結
う
対
象
で
あ
り
（『
万
葉
集
』
四
二
七
）、「
玉
桙
」
す

な
わ
ち
霊
威
あ
る
陽
石
が
置
か
れ
た
（『
万
葉
集
』
八
八
六
）。
道
の
隈
は
何
ら
か
の
呪
的
守
護
を
必
要
と
す
る
場
で
あ
っ
た
。
川
の
隈
は
、

「
屎
鮒
食
め
る
女
奴
」（『
万
葉
集
』
三
八
二
九
）
が
存
在
す
る
よ
う
な
ケ
ガ
レ
の
充
満
す
る
場
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、国
界
・

山
川
道
路
の
曲
に
さ
し
か
か
っ
た
さ
い
の
隼
人
の
吠
声
は
、
邪
霊
や
ケ
ガ
レ
を
追
い
払
い
、
天
皇
を
守
護
す
る
た
め
の
呪
的
行
為
で
あ
る
。

儀
礼
で
の
官
人
入
場
の
さ
い
の
吠
声
や
、
進
薪
儀
礼
に
お
け
る
官
人
の
進
薪
開
始
の
さ
い
の
吠
声
も
、
儀
礼
の
場
に
存
在
が
想
定
さ
れ
て

い
る
天
皇
を
邪
霊
な
ど
か
ら
守
護
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
吠
声
導
入
以
前
の
隼
人
、
す
な
わ
ち
七
世
紀
後
半
に
移
住
し
た
阿
多
・
大
隅
系
の
隼
人
や
そ
れ
以
前
の
〈
隼
人
国
公–

隼

人
〉
系
の
隼
人
は（

31
）、

天
皇
守
護
の
仕
奉
は
は
た
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
吠
声
導
入
前
に
成
立
し
た
可
能
性
の
高
い
『
古
事
記
』
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

二
六

の
海
幸
・
山
幸
段
に
は
、
隼
人
は
「
昼
夜
之
守
護
人
」
と
し
て
仕
奉
す
る
と
あ
る
の
み
な
の
で
、
阿
多
・
大
隅
隼
人
は
吠
声
に
よ
ら
な
い

天
皇
守
護
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
延
喜
式
』（
隼
人
司
式
①
）
で
い
え
ば
、

（a） 「
横
刀
」、

（b） 「
緋
色
の
領
布
」、「
白
赤
耳
形
鬘
」

と
い
う
装
束
の
も
つ
呪
力
に
よ
る
天
皇
守
護
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（a）
「
横
刀
」
は
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
三
月
戊
辰
条
の
「
停
二

隼
人
帯
剣
一

」
か
ら
、
宝
亀
二
年
以
前
の
隼
人
は
帯
剣

し
て
お
り
、
呪
能
と
と
と
も
に
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
実
効
的
軍
事
力
を
も
担
っ
て
い
た
す
る
見
解
が
現
在
の
と
こ
ろ
有
力
で
あ
る（

32
）。

し
か
し
、『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
正
月
九
日
辛
巳
条
に
よ
れ
ば
、
右
大
臣
藤
原
基
経
の
帯
剣
の
意
図
は
「
厳
二

其
儀
形
一

」

で
あ
り
、
帯
剣
は
必
ず
し
も
実
効
的
軍
事
力
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
六
国
史
・『
延
喜
式
』
の
帯
剣
・
帯
刀
に
か
ん
す
る
記
事

を
み
る
と
帯
刀
は
舎
人
（
資
人
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
帯
剣
は
上
級
貴
族
・
皇
族
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
帯
剣
は
身
分
の
上
位

者
の
表
象
で
あ
っ
た
た
め
、
隼
人
の
帯
剣
は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
帯
刀
に
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
八
世
紀
に
隼
人
が
帯
し
た
剣
は
、

天
之
日
矛
の
神
宝
の
中
に
「
八
握
剣
」（『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
六
段
第
一
の
一
書
）
が
日
の
御
魂
を
招
禱
す
る
「
フ
ル
の
剣
」
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
鎮
魂
や
邪
霊
を
退
け
る
神
剣
に
相
当
し
た（

33
）。

刀
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
七
支
刀
銘
文
に
「
辟
百
兵
」、
江
田
船
山

古
墳
出
土
鉄
刀
銘
に
「
服
此
刀
者
長
寿
、
子
孫
注
々
得
其
恩
也
。
不
失
其
所
統
」
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
呪
的
守
護
の
意
味
を
も
つ
。

隼
人
が
帯
す
る
の
が
剣
で
あ
れ
刀
で
あ
れ
、
そ
れ
は
呪
力
に
よ
る
天
皇
守
護
に
意
味
が
あ
っ
た
。

　

（b）
緋
色
の
領
布
は
ど
う
か
。
福
島
千
賀
子
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
社
会
に
お
い
て
領
布
自
体
は
「
蛇
比
礼
」「
蜂
之
比
礼
」
の
よ
う
な
蛇
・

蜂
害
を
斥
け
る
呪
力
（
古
事
記
大
穴
牟
遅
神
根
国
訪
問
段
）
や
、
天
之
日
矛
の
神
宝
に
「
振
レ

浪
比
礼

0

0

・
切
レ

浪
比
礼

0

0

・
振
レ

風
比
礼

0

0

・
切
レ 

風
比
礼

0

0

。」
と
あ
る
よ
う
な
（『
古
事
記
』
応
神
段
）、
風
や
波
を
自
在
に
あ
や
つ
り
航
海
の
一
路
平
安
を
も
た
ら
す
呪
力
を
も
つ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
風
の
中
に
揺
れ
る
稲
穂
や
薄
の
穂
や
旗
が
宿
る
と
こ
ろ
と
な
る
ご
と
く
、
領
布
も
振
る
い
揺
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
招
ぎ

を
す
る
と
、
神
霊
が
そ
こ
に
や
ど
り
、
領
布
の
も
つ
鎮
魂
・
祓
禳
力
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
隼
人
以
外
に
は

例
が
な
い
と
さ
れ
る
領
布
の
「
緋
色
」
の
も
つ
意
味
は
何
か
。
福
島
氏
は
、『
万
葉
集
』
で
は
領
布
は
本
来
白
で
あ
る
が
、
古
代
日
本
に

赤
色
の
中
に
生
命
・
活
力
の
表
徴
と
し
て
一
つ
の
大
き
な
除
魔
力
を
見
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
緋
色
の
領
布
も
天
皇
守
護
の
呪
力
に
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

二
七

か
か
わ
る
。

　

（c）「
白
赤
耳
形
鬘
」
に
つ
い
て
。
前
掲
の
第
3
表
（
二
〇
頁
）
は
大
嘗
祭
の
装
束
の
み
だ
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
鬘
」
の
装
束
は
、
隼

人
以
外
に
神
祇
官
官
人
は
木
綿
鬘
を
、
悠
紀
・
主
基
二
国
の
稲
卜
部
・
造
酒
児
も
木
綿
鬘
や
日
蔭
鬘
を
着
す
る
。
斎
服
で
は
、
内
親
王
以

下
命
婦
が
日
陰
鬘
を
着
す
る（
延
喜
践
祚
大
嘗
祭
式
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、鬘
自
体
に
も
呪
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
領
布
と
同
様
、

赤
色
は
邪
霊
を
斥
け
る
呪
力
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
隼
人
の
赤
白
耳
形
鬘
は
天
皇
守
護
の
た
め
の
呪
力
に
か
か
わ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、

（A）
「
横
刀
」、

（B）
「
緋
色
の
領
布
」、

（C）
「
白
赤
耳
形
鬘
」
な
ど
の
装
束
は
、
邪
霊
を
斥
け
る
呪
力
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
装
束
に
よ
る
守
護
を
担
っ
た
の
が
、
阿
多
・
大
隅
隼
人
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
れ
を
担
っ
た
の
が
隼
人
だ
っ
た
の
か
。
天

武
期
以
前
の
段
階
で
は
「
ハ
ヤ
の
ヒ
ト
」、
つ
ま
り
「
南
方
の
人
」
と
い
う
、
王
権
の
所
在
地
よ
り
は
る
か
遠
方
の
住
人
に
特
殊
な
呪
能

が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
阿
多
・
大
隅
隼
人
は
天
武
期
以
前
の
「
ハ
ヤ
ヒ
ト
」
よ
り
、
さ
ら
に
辺
境
の
「
ハ
ヤ
ヒ

ト
」と
し
て
よ
り
大
き
な
呪
能
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、和
銅
年
間
以
降
、よ
り
大
き
な
天
皇
守
護
の
呪
能
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
れ
が
大
宝
年
間
前
後
か
ら
律
令
国
家
に
反
抗
の
姿
勢
を
強
め
、
反
乱
に
い
た
っ
た
大
隅
・
薩
摩
両
国
の
住
人
の
呪
力
で
あ
っ
た
。
西
郷

信
綱
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
で
は
も
っ
と
も
遠
く
に
い
る
「
荒
ぶ
る
」
も
の
を
、
逆
に
王
に
至
近
の
存
在
へ
と
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

王
権
を
守
護
す
る
存
在
と
な
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
、
大
穴
持
（
大
国
主
）
は
己
が
「
和ニ

ギ
タ
マ魂

」
を
大
和
の
三
輪

に
、
我
が
子
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
の
魂
は
葛
木
鴨
に
、
事
代
主
の
魂
は
宇ウ

ナ

デ
奈
提
に
、
カ
ヤ
ナ
ル
ミ
の
魂
は
飛
鳥
に
そ
れ
ぞ
れ
鎮
座
さ
せ
、

「
皇ス

メ
ミ
マ
ノ
ミ
コ
ト

孫
命
の
近
き
守
神
と
貢
り
置
」い
た
と
あ
り（
延
喜
祝
詞
式
）、服
従
し
た
国
つ
神
を
大
和
の
有
力
な
神
と
合
体
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

み
ず
か
ら
宮
廷
の
「
近
き
守
神
」
と
化
す
る
こ
と
に
な
る
。『
古
事
記
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
に
お
い
て
も
、「
東
の
十
二
道
の
荒
ぶ

る
神
、及マ

タ

ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
を
言コ

ト
ム向

け
和ヤ

ハ平
」
し
、つ
ま
り
「
荒
ぶ
る
」「
ま
つ
ろ
は
ぬ
」
も
の
ど
も
を
服
従
さ
せ
、彼
ら
を
い
う
な
れ
ば
「
和

魂
」
と
し
て
飼
い
慣
ら
し
、
王
権
の
守
り
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
い
う（

34
）。

　

大
隅
・
薩
摩
両
国
住
人
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
大
宝
以
降
「
荒
賊
」・「
荒
俗
」・「
昏
荒
、
野
心
未
レ

習
二

憲
法
一

」
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
「
荒

ぶ
る
民
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
律
令
国
家
の
認
識
を
生
み
出
し
た
の
は
、
既
に
ふ
れ
た
文
武
四
年
（
七
〇
〇
）
の
大
隅
・
薩
摩
両
国
域
の
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

二
八

住
人
（
こ
の
と
き
は
「
肥
人
」
と
あ
る
）
に
よ
る
覓
国
使
剽
劫
事
件
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
薩
摩
隼
人
の
乱
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家

の
班
田
施
行
に
た
い
し
て
「
喧
訴
」
に
よ
り
、
こ
れ
を
阻
む
動
き
が
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
あ
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
〈
七
三
〇
〉

三
月
辛
卯
条
）。『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
辛
卯
条
に
「
薩
摩
・
大
隅
二
国
貢
隼
人
、
已
経
二

八
歳
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、

和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
か
ら
は
じ
ま
る
隼
人
の
上
京
制
が
大
隅
（
当
初
は
日
向
）・
薩
摩
両
国
を
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、両
国
住
人
が
「
荒

ぶ
る
民
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
荒
ぶ
る
民
」
に
は
す
で
に
仕
奉
さ
せ
て
い
た
阿
多
・
大
隅
隼
人
の
呪
力
を
補

完
し
、
天
皇
あ
る
い
は
王
権
守
護
の
た
め
の
新
た
な
呪
力
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
に
設
置
さ
れ
た
授
刀

舎
人
が
即
位
直
後
の
元
明
天
皇
や
首
皇
子
の
守
護
に
か
か
わ
る
実
効
的
武
力
を
期
待
さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
は

呪
力
に
よ
る
守
護
を
目
的
と
し
て
創
始
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う（

35
）。

　

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
阿
多
・
大
隅
隼
人
ら
は
「
南
方
辺
境
の
人
」
の
担
う
呪
力
に
よ
り
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
は
「
荒
ぶ
る

民
」
の
担
う
呪
力
に
よ
り
、
天
皇
を
守
護
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
両
国
隼
人
の
仕
奉
を
中
華
思
想
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
た
と
し
、
朝
貢
と
風
俗
歌
舞
を
重
視
す
る
説
は
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、『
古
事
記
』
海
幸
・
山
幸
段
に
は

如
レ

此
、
令
二

惚
苦
一

之
時
、
稽
首
白
、
僕
者
自
今
以
後
、
為
二

汝
命
之
昼
夜
守
護
人
一

而
仕
奉
。
故
、
至
レ

今
、
其
溺
時
之
種
々
之
態
、

不
レ

絶
仕
奉
也
。

と
あ
り
、
隼
人
の
祖
は
天
皇
の
「
昼
夜
之
守
護
人
」
と
し
て
仕
奉
す
る
が
、
そ
れ
故
に
「
其
溺
時
之
種
々
之
態
」
を
風
俗
歌
舞
と
し
て
奏

上
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
こ
の
風
俗
歌
舞
は
隼
人
の
天
皇
守
護
の
前
提
と
な
る
服
属
と
忠
誠
の
誓
約
の
意
味
を
も
つ
が
、
中
村
明
蔵

氏
の
い
う
よ
う
に
歌
舞
が
「
神
招
ぎ
」
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
天
皇
守
護
の
仕
奉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
仕

奉
と
服
属
の
構
造
は
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
に
も
継
承
さ
れ
、
仕
奉
を
つ
と
め
る
以
前
に
上
京
に
さ
い
し
て
「
隼
人
調
」
の
朝
貢
と
風

俗
歌
舞
奏
上
儀
礼
が
あ
る
。
こ
れ
は
仕
奉
の
前
提
と
な
る
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
服
属
と
忠
誠
の
誓
約
、
つ
ま
り
「
荒
ぶ
る
民
」
を

「
言コ

ト
ム向

け
和ヤ

ハ平
す
」
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
天
皇
守
護
が
両
国
隼
人
の
主
要
な
役
割
で
あ
る
。『
類
聚
国
史
』
一
九
〇
、
延
暦

二
十
年
（
八
〇
一
）
六
月
壬
寅
条
に
「
停
三

大
宰
府
進
二

隼
人
一

」、『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
四
年
（
八
〇
五
）
正
月
乙
酉
条
に
「
永
停
二

大
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

二
九

替
隼
人
風
俗
歌
舞
一

」
と
あ
る
の
は
、
服
属
誓
約
を
表
明
す
る
朝
貢
・
風
俗
歌
舞
奏
上
の
廃
止
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
る
。
天
皇
守
護
の

た
め
の
吠
声
と
い
う
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
の
主
要
な
仕
奉
は
、
抑
留
さ
れ
た
今
来
隼
人
に
留
保
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

石
母
田
正
氏
の
化
外
の
三
区
分
論
が
提
唱
さ
れ
て
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
多
く
の
修
正
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
基
本
的
な
枠
組
は
現
在
で
も
有
効
と
い
え
よ
う
。
そ
の
生
命
力
に
は
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
隼
人
＝
夷
狄
論
も
石
母
田
氏
の
化

外
論
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
永
山
修
一
氏
が
隼
人
＝
羈
縻
州
支
配
論
を
提
唱
し
た
こ
と
に
よ
っ
て（

36
）、

石
母
田
説
も
や
や
相
対

化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
現
状
は
や
は
り
五
十
年
前
の
論
に
い
ま
だ
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

夷
狄
論
に
規
定
さ
れ
、
吠
声
や
隼
人
の
楯
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
特
殊
性
ば
か
り
が
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
隼
人
と
天
皇
が
同

祖
で
あ
る
こ
と
や
、
隼
人
が
国
郡
制
支
配
に
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
夷
狄
論
で
は
必
ず
し
も
説
明
が
つ
か
な
い
。
矛
盾
で
さ
え

あ
る
。
思
い
切
っ
て
隼
人
を
夷
狄
論
か
ら
解
放
し
た
と
き
に
、
み
え
て
く
る
古
代
国
家
の
特
質
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
稿
の
隼
人
＝
夷
狄
論
批
判
は
、
律
令
国
家
の
天
下
観
や
儀
礼
の
次
元
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
、
隼
人

と
さ
れ
た
住
人
群
が
所
在
す
る
在
地
社
会
の
支
配
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。〈
中
華
思
想
の
充
足
）
と
い
う
論
理

で
、
つ
ま
り
石
母
田
説
の
枠
組
で
隼
人
支
配
の
成
立
を
論
じ
る
諸
論
考
に
あ
っ
て
は
、
天
武
期
に
お
け
る
隼
人
の
「
朝
貢
」
が
大
き
な
位

置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
天
武
・
持
統
紀
に
の
み
登
場
す
る
隼
人
の
相
撲
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
整
合
性
の
あ
る
説
明
が
な
さ
れ
て
き

た
と
も
思
え
な
い
。
当
該
期
の
隼
人
支
配
の
意
味
を
と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、〈
中
華
思
想
の
充
足
）と
い
う
論
理
で
い
け
ば
、

中
華
思
想
が
確
立
し
て
い
な
い
天
武
期
以
前
に
は
、
隼
人
支
配
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
天
武
紀
以
前
の
『
日
本
書
紀
』
の
隼
人
記

事
は
、
す
べ
て
編
纂
段
階
の
知
識
に
よ
る
潤
色
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、『
日
本
書
紀
』
の
史
料
批
判
の
問
題
を

ふ
く
め
、
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
膨
大
な
隼
人
研
究
の
問
題
の
ほ
ん
の
少
し
を
論
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。
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人
文
学
報	

第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

三
〇

注（
1
）な
お
、鈴
木
拓
也「
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
隼
人
政
策
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
研
究
報
告
』第
一
三
四
集［
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
都
市
］、

二
〇
〇
七
年
三
月
〈
以
下
、
鈴
木
氏
の
見
解
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
よ
る
〉）
に
し
た
が
い
、
延
喜
隼
人
式
の
条
文
に
便
宜

的
に
①
～
⑳
の
番
号
を
付
し
た
上
で
、
隼
人
司
式
ｘ○
な
ど
と
引
用
す
る
。

（
2
）
詳
細
な
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
循
「
蝦
夷
と
隼
人
は
ど
こ
が
違
う
か
」（
吉
村
武
彦
・
吉
岡
眞
之
編
『
争
点
日
本
の
歴
史
3　

古
代
編
Ⅱ
』
新

人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
年
）、
同
「〈
書
評
〉
永
山
修
一
『
隼
人
と
古
代
日
本
』」（『
歴
史
学
研
究
』
八
八
三
、二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
3
）
石
母
田
正
「
天
皇
と
『
諸
蕃
』」（『
石
母
田
正
著
作
集
』
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
六
二
年
）。
以
下
、
石
母
田
氏
の
見
解
は
こ

れ
に
よ
る
。

（
4
）
石
母
田
氏
は
、
唐
を
除
い
て
化
外
を
従
属
さ
せ
る
日
本
の
古
代
国
家
の
政
治
体
制
は
大
宝
令
で
成
立
し
、
唐
の
承
認
の
下
唐
の
帝
国
主
義
内
に
お

け
る
「
東
夷
の
小
帝
国
」
と
し
て
存
在
し
た
と
し
た
。
こ
の
石
母
田
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
唐
の
承
認
は
想
定
で
き
な
い
こ
と
、
諸
蕃
の
従

属
は
日
本
側
の
独
善
的
・
主
観
的
な
認
識
の
次
元
で
し
か
存
在
し
え
な
い
こ
と
な
ど
の
批
判
が
あ
る
〈
さ
し
あ
た
り
、
森
公
章
「
古
代
日
本
に
お

け
る
対
唐
観
の
研
究
」（『
古
代
日
本
の
対
外
認
識
と
通
行
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）、
大
町
健
「
東
ア
ジ
ア
の
中
の
日

本
律
令
国
家
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
講
座
第
2
巻
、
律
令
国
家
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
5
）
中
村
明
蔵
「
隼
人
司
の
成
立
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
」『
熊
襲
・
隼
人
の
社
会
史
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
八
六
年
）。
武
田
佐
知
子
「
日
本
古
代

に
お
け
る
民
族
と
衣
服
」（『
日
本
の
社
会
史
』
8
、
岩
波
書
店
一
九
八
五
年
）。
以
下
、
と
く
に
こ
と
わ
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
中
村
・
武
田
両
氏
の

見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
6
）
永
山
修
一
『
隼
人
と
古
代
日
本
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
五
章
。

（
7
）
今
泉
隆
雄
「
律
令
に
お
け
る
化
外
人
・
外
蕃
人
と
夷
狄
」（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）。
以
下
今
泉
氏

の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
8
）
永
山
修
一
、
前
掲
『
隼
人
と
古
代
日
本
』（
注
6
）
第
三
章
。

（
9
）
鈴
木
拓
也
、
前
掲
論
文
（
注
1
）
の
注
2
（
二
四
五
頁
）。

（
10
）
大
高
広
和
「
大
宝
律
令
の
制
定
と
「
蕃
」「
夷
」」（
二
〇
一
一
年
一
一
月
六
日
東
京
大
学
史
学
会
大
会
報
告
。
本
稿
で
は
当
日
の
報
告
レ
ジ
ュ
メ
を

参
照
し
た
）、
以
下
、
大
高
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
11
）
永
山
修
一
「
隼
人
を
め
ぐ
っ
て
│
〈
夷
狄
〉
支
配
の
構
造
│
」（『
東
北
学
』
四
、二
〇
〇
一
年
）。

（
12
）
北
宋
天
聖
令
5
は
、「
輸
課
役
」
を
「
輸
役
」
と
す
る
が
、
大
高
広
和
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
『
通
典
』
に
し
た
が
い
「
課
役
」
と
す
る
（
仁
井
田
陞

『
唐
令
拾
遺
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
復
刻
版
〉）。

（
13
）
石
見
清
裕
「
唐
代
内
附
民
族
対
象
規
定
の
再
検
討
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
八
、二
〇
〇
九
年
）。
さ
ら
に
石
見
氏
は
唐
令
で
は
「
夷
狄
」
の
語
は
な
か
っ
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延
喜
式
に
お
け
る
隼
人
の
天
皇
守
護
と
「
隼
人
＝
夷
狄
論
」
批
判
（
伊
藤
）

三
一

た
と
す
る
。

（
14
） 

大
津
透
「
律
令
制
収
取
制
度
の
特
質
─
日
唐
賦
役
令
の
比
較
研
究
│
」『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
出

一
九
八
九
年
）。

（
15
）
永
山
修
一
、
前
掲
書
（
注
6
）
第
三
章
。

（
16
）
原
口
耕
一
郎
「『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
」（
一
）（
二
）（
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
『
人
間
文
化
研
究
』
九
号
、一
五
号
、

二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一
一
年
）。
以
下
原
口
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
）。

（
17
）
河
内
春
人
「
日
本
古
代
に
お
け
る
礼
的
秩
序
の
成
立
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
三
冊
、
一
九
九
七
年
）。

（
18
）
中
村
明
蔵
「
隼
人
の
名
義
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
隼
人
と
律
令
国
家
』
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）。

（
19
）
あ
る
い
は
天
武
～
持
統
紀
に
朝
貢
記
事
が
集
中
す
る
耽
羅
も
西
戎
に
設
定
し
よ
う
と
し
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
20
）
鈴
木
拓
也
『
蝦
夷
と
東
北
戦
争
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
四
七
│
四
八
頁
。

（
21
）
潤
色
に
つ
い
て
は
新
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
）
七
三
頁
脚
注
二
一
・
二
二
参
照
。
最
近
で
も
こ
の
「
蕃
夷
」
を
隼
人
に
た
い
す

る
形
容
と
す
る
見
解
も
あ
る
が（
中
尾
浩
康「
律
令
国
家
の
軍
事
編
成
に
関
す
る
一
史
論
│
八
世
紀
に
お
け
る「
寇
賊
」と
征
討
│
」（『
日
本
史
研
究
』

五
八
二
、二
〇
一
一
年
）、
直
接
隼
人
に
お
よ
ぶ
表
現
で
は
な
い
。

（
22
）
藤
森
健
太
郎
「
日
本
古
代
元
日
朝
賀
儀
礼
の
特
質
」『
史
学
』
六
一
、一
九
九
二
年
）。

（
23
）
岡
田
精
司
「
大
王
就
任
儀
礼
の
原
形
と
そ
の
展
開
」（
岩
井
忠
熊
・
岡
田
精
司
編
『
天
皇
代
替
り
儀
式
の
歴
史
的
展
開
』
柏
書
房
、
一
九
八
九
年
、

初
出
一
九
八
三
年
）。

（
24
）
仁
藤
敦
史
「
古
代
国
家
に
お
け
る
都
城
と
行
幸
」（『
古
代
王
権
と
都
城
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。）

（
25
）
瀧
川
政
次
郎
「
百
官
進
薪
の
制
と
飛
鳥
浄
御
原
令
」（『
法
制
史
論
叢　

第
一
冊　

律
令
格
式
の
研
究
』
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）。

（
26
）
中
村
明
蔵
、
前
掲
「
隼
人
司
の
成
立
と
そ
の
役
割
」
同
「
隼
人
の
領
布
」（
前
掲
書
〈
注
5
〉）。

（
27
）
福
島
千
賀
子
「
隼
人
の
呪
力
に
つ
い
て
の
一
試
論
│
領
布
・
赤
色
・
竹
を
中
心
に
│
」（
中
村
啓
信
他
編
『
神
田
秀
夫
先
生
喜
寿
記
念
古
事
記
・

日
本
書
紀
論
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
九
年
）。
以
下
福
島
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
28
）
八
世
紀
に
お
け
る
大
嘗
祭
へ
の
隼
人
の
参
列
は
他
史
料
か
ら
も
う
ら
づ
け
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
海
幸
・
山
幸
段
に
隼
人
の
祖
先
神
が
天
皇
の
祖
先

神
に
た
い
し
て
、
永
遠
の
服
属
と
、

（a）
天
皇
の
守
護
お
よ
び

（b）
「
其
溺
時
之
種
々
之
態
」
に
よ
る
仕
奉
を
誓
う
神
話
が
あ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』

神
代
下
第
十
段
で
は
後
者
を
「
俳
優
」「
俳
人
」
と
し
て
概
括
し
て
い
る
。
こ
の
「
其
溺
時
之
種
々
之
態
」
は
風
俗
歌
舞
の
具
体
的
な
動
き
に
か
か

わ
る
と
み
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
八
世
紀
に
お
け
る
隼
人
の
大
嘗
祭
へ
の
関
与
が
読
み
取
れ
る
。
行
幸
に
お
け
る
隼
人
の
仕
奉
は
、『
続
日
本
紀
』
天
平

十
五
年
（
七
四
三
）
七
月
庚
子
条
か
ら
確
認
で
き
る
。
当
条
で
は
「
天
皇
御
二
石
原
宮
一
。
賜
二
饗
於
隼
人
等
一
」
と
あ
り
山
背
国
石
原
宮
行
幸
に

隼
人
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
外
位
を
も
つ
隼
人
有
位
者
に
た
い
す
る
授
位
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
大
隅
・
薩
摩
両
国
隼
人
が
吠
声
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学
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

三
二

の
た
め
に
参
列
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
29
）
ま
た
、
当
該
条
集
解
に
古
記
は
な
い
も
の
の
、
大
嘗
祭
と
関
連
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
竹
器
造
進
は
大
宝
令
制
に
ま
で
遡
及
し
う
る
可
能
性

は
高
い
。

（
30
）
吉
村
武
彦
「
官
位
相
当
制
と
無
位
」（『
歴
史
学
研
究
月
報
』
二
三
六
、一
九
七
九
年
）。

（
31
） 
天
武
期
の
阿
多
・
大
隅
隼
人
以
前
に
、
隼
人
国
公
―
隼
人
系
の
隼
人
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
循
「
古
代
王
権
と
異
民
族
」（『
歴
史

学
研
究
』
六
六
五
、一
九
九
四
年
。）
参
照
。

（
32
）
中
村
明
蔵
、
前
掲
「
隼
人
司
の
成
立
と
そ
の
役
割
」（
注
5
）。『
岩
波
新
古
典
文
学
大
系　

続
日
本
紀
』
四
、
補
注
31 

│
五
九
）。

（
33
）
井
上
辰
雄
「
隼
人
支
配
」（
大
林
太
良
編
『
日
本
古
代
文
化
の
探
究　

隼
人
』、
社
会
思
想
社
、
一
九
七
五
年
）。

（
34
）
西
郷
信
綱
「
ア
ヅ
マ
と
は
何
か
」（『
古
代
の
声
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
増
補
版
、
初
出
一
九
八
四
年
）。

（
35
）
も
ち
ろ
ん
、
阿
多
・
大
隅
隼
人
の
装
束
を
中
心
と
し
た
呪
的
守
護
も
継
承
し
て
い
る
。

（
36
）
永
山
修
一
「
八
世
紀
隼
人
支
配
の
特
質
に
つ
い
て
」（『
古
代
文
化
』
四
四
─
七
、一
九
九
二
年
）。
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